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第１章 新市のすがた 

１．新市の概要 

（１）位置と地勢 

 瑞穂市は、岐阜県の南西部、濃尾平野の北西部に位置し、長良川や揖斐川の両河川をはじめとす

る良好で豊富な水に恵まれた肥沃な平地である。県下第１位、第２位の人口規模（平成12年国勢調

査）を有する県庁所在地である岐阜市及び水都と称される大垣市に東西を挟まれており、北は北方

町及び真正町、西は大野町及び神戸町、南は安八町及び墨俣町に接している。また、JR東海道本線

及び国道21号が南部にはしっており、穂積駅から名古屋駅まではおよそ25分の広域圏内である。 

 豊富な水と広々とした平地に恵まれていることから、古くから稲作が営まれた田園地帯であり、

現在も地名の名残として条里制が残されている。また、域内には古く五街道のひとつ中山道が抜け

ており、56宿目の宿場町として栄えた歴史も有している。 

 

（２）気候 

 気候は東海型気候に属し、年平均気温が15度前後である。冬季は、冬型の気圧配置の影響等によ

り、積雪することがある。しかし、年間を通じて比較的晴天の日が多いとともに、四季の変化にも

富み温暖な地域である。 

 

（３）人口と面積 

 平成12年の国勢調査によると、新市の総人口は46,571人であり、平成7年の43,892人と比べ、

増加率は6.1％であり、県内でもトップクラスの人口増加地区となっている。 

 世帯数は、平成12年で16,197世帯となっており、人口と同様に増加傾向にある。1世帯当たり

人口は、平成7年2.97人／世帯から平成12年で2.88人／世帯で年々減少傾向にあり、核家族化の

進行がみてとれる。 

 また、人口の年齢別構成については、同じく平成12年国勢調査によると、年少人口（14歳以下

人口）が7,899人（17.0％）、生産年齢人口（15歳以上64歳以下人口）が32,864人（70.6％）、老

年人口（65歳以上人口）が5,526人（11.9％）となっている。これは、全国平均や岐阜県平均と比

較して、年少人口割合が高く、老年人口割合が低くなっており、比較的若いまちであるといえる。 

 面積は、穂積町が16.41km2、巣南町が11.77 km2であり、合計28.18km2となっている。行政区域

は東西方向が約5.5㎞、南北方向が約6.5㎞である。 
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（４）交通 

 愛知県名古屋市までは、50km圏で、JR東海道線で25分以内の距離にある。また、道路について

は、国道21号や主要地方道である岐阜・巣南・大野線（県道92号）が東西に走るとともに、同じ

く主要地方道である本巣縦貫道（県道23号）や一般県道も南北に整備されており、ラダー状の道路

体系を骨格として、文字通り、交通至便の地である。 

 

人口と世帯数の推移 

区  分 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 

総 人 口 32,247 

（100.00） 

36,121

（100.00）

40,074

（100.00）

43,892 

（100.00） 

46,571

（100.00）

年少人口 

（0～14歳） 

8,502 

（26.37） 

8,671

（24.01）

7,901

（19.72）

7,695 

（17.53） 

7,899

（16.96）

生産年齢人口 

（15～64歳） 

21,484 

（66.62） 

24,758

（68.54）

28,886

（72.08）

31,836 

（72.53） 

32,864

（70.57）

老年人口 

（65歳～） 

2,252 

（6.98） 

2,688

（7.44）

3,280

（8.18）

4,361 

（9.94） 

5,526

（11.87）

 

分類不能 9 

（0.03） 

4

（0.01）

7

（0.02）

0 

（0.00） 

282

（0.60）

世 帯 数 9,149 10,633 12,568 14,797 16,167

世帯当人員 3.52 3.40 3.19 2.97 2.88

（出典 国勢調査） 

 

産業別就業者数人口 

区  分 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 

就 業 者 15,164 

（100.00） 

17,316

（100.00）

20,044

（100.00）

22,660 

（100.00） 

23,731

（100.00）

第1次産業 1,160 

（7.65） 

1,123

（6.49）

872

（4.35）

822 

（3.63） 

811

（3.42）

第2次産業 6,840 

（45.11） 

7,727

（44.62）

8,873

（44.27）

9,071 

（40.03） 

8,879

（37.42）

第3次産業 7,160 

（47.22） 

8,461

（48.86）

10,282

（51.30）

12,757 

（56.30） 

14,006

（59.02）

分類不能 4 

（0.02） 

5

（0.03）

17

（0.08）

10 

（0.04） 

35

（0.14）

（出典 国勢調査） 
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面積及び土地利用状況 

項  目 瑞穂市 穂積町 巣南町 

面積（km2） 28.18 16.41 11.77

地目別土地面積 

宅地（km2） 6.32 4.65 1.67

農用地（km2） 11.05 5.13 5.92

その他（km2） 10.81 6.63 4.18

 

財政状況他 

項  目 瑞穂市 穂積町(H14) 巣南町(H14) 

普通会計（歳入） 15,206百万円 11,072百万円 4,134百万円

 〃 1人当たり 327千円 316千円 360千円

普通会計（歳出） 14,593百万円 10,635百万円 3,958百万円

 〃 1人当たり 313千円 303千円 344千円

積立基金総額 6,846百万円 5,126百万円 1,720百万円

 〃 1人当たり 147千円 146千円 150千円

地方債現在高 8,694百万円 6,550百万円 2,144百万円

 〃 1人当たり 187千円 187千円 187千円

議員の定数 20人 20人 13人

一般行政職員数 344人 246人 98人

注） 

・年数は年度を表し、財政状況は、平成14年度地方財政状況調査による。 

・1人当たりは、平成12年度国勢調査の人口による。 
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２．穂積町及び巣南町の沿革 

（１）穂積町 

 穂積町は、濃尾平野のほぼ北西に位置し、東には全国にも名高い清流長良川が流れるとともに、

町内にも11本の一級河川が貫流し、豊かな水資源に恵まれた町である。しかし、それは、一方で、

多くの水との戦いの歴史を歩んできたことを意味しており、古くは、江戸時代後期宝暦7年の牛牧

閘門の建設から、現在まで排水機の整備等、数々の治水事業に取組んできた。 

 また、JR 東海道本線、国道21 号が東西にはしり、県下第一の都市である岐阜市に隣接している

だけでなく、近年では、愛知県名古屋市まで25分以内の交通圏であるから、名古屋経済圏の一員と

しての位置付けも増し、人口増加を遂げている。とくに、町内には大学や優良企業を有しているこ

とから、学生や独身勤労者の割合が高く、若年層比率の高く、比較的若い町である。 

 昭和28年町村合併促進法の施行に伴い、昭和29年11月3日に穂積町、本田村、牛牧村の3町村

と生津村の一部である馬場地区、生津地区の区域が合併し、続く昭和32年7月１日に旧鷺田村の宝

江地区が編入合併し、ほぼ現在の町域となり、平成13年6月1日安八郡安八町との行政界変更を行

い、現在に至っている。 

 

①明治時代から昭和初期 

 明治の初め、現在の町域に、上穂積村、別府村等の15カ村があり、明治22年の町村制施行、明

治30年の郡制施行の中で、合併が繰り返されてきた。農業を中心に、低湿地のため堀田をして稲等

を作っていたが、堀つぶしの部分には作物が作れず、副業として養蚕やレンゲ種子の栽培が行われ

てきた。特にレンゲ種子の栽培は、大変盛んに行われ、全国的にも岐阜レンゲの産地として有名で

あった。 

 また、低湿地栽培による柳を利用した柳行李は、重要産業へと発展し、大正から昭和の初めにか

けては、国内のみでなく、ヨーロッパや中国等、海外へ輸出をしてきた。 

 

②戦後 

 戦後、穂積駅を中心にして発展してきた商業は、さらに本巣縦貫道や岐阜・巣南・大野線に沿っ

て、商業区域形成を促し、また、昭和30年代には積極的な工場誘致政策により、雇用機会の拡大、

安定した財政基盤の確立に成功したことが大きく貢献し、さらに住宅団地の造成に力を入れること

で、岐阜市、大垣市に近い地理的な好条件も重なり、住宅地の開発が急進、人口が流入し、町の活
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性化へと繋がっていった。その後も着実な人口増加を遂げている。このような背景に加えて、町内

に大学を有することや通勤の利便性もあり、若い世代の家族や学生が暮らすアパートが立ち並び、

若年層の比率が県内において、比較的高い水準の活気ある町として今日を向かえている。 

 

（２）巣南町 

 巣南町は、岐阜県の南西部、濃尾平野の北西部に位置し、本巣郡の南部である。岐阜市から約10km

の距離にあり、町域面積は11.77km2である。地勢は、揖斐川と根尾川による典型的な輪中地帯であ

る。地勢は起伏が無く極めて平坦である。その周囲は、揖斐川や根尾川のほか、五六川にかこまれ、

域内にも、長護寺川や犀川が貫流しており、豊かな水辺に恵まれている。このような地勢は、七崎、

古橋、五六の三輪中が形成されたことにみられるように、古くから揖斐川と根尾川の洪水にたびた

び悩まされてきた。古橋・牛牧の輪中の名は、江戸時代の文献に見られ、治水事業として輪中形成

が古くから取り組まれていたことが分かる。舟運時代には、水運の要衝として栄えたが、陸上交通

の時代には、河川が障害となり、長い間純農村としての道を歩んできた。しかし、近年、農業も多

様化が進み、道路・水路整備に伴う近代工業の誘致が推進されたことにより現在でも人口増加の傾

向が続いている。 

 

①古代～大正時代 

 町内の地名が登場する最も古い文献は、伊久良河宮が記されている日本書紀である。平安時代の

荘園には川崎や船木、鷺田、古橋の名があり、大化の改新に関する文献には、七崎、船木の地名を

見ることができる。また、条里制の名残りとしては、十七条、十八条の字名が現存している。美江

寺は、江戸時代には中山道の宿駅として賑わいをみせた。当地域の江戸時代における統治は、幕府

直轄領や尾張藩の統治等変遷があった。明治30年4月の郡村制改定によって、川崎村、船木村、鷺

田村が生まれた。江戸時代から明治時代にかけては、専ら農村として推移しており、大半の者が農

業に従事していた。米、麦、大豆はもとより、藍や楮等が商品作物として作付されたが、農家の貨

幣経済への移行に伴って、養蚕が農業経営の柱として他の畑作商品作物の衰退に代わって普及した。

また、全国的に知られる富有柿は、明治時代、当地域の居倉が発祥の地であり、明治24年の品評会

で一等賞を得ると、郡内に果樹園芸農家が拡大していき、明治末年から大正年間には九州、四国他

全国より接穂の注文があった。 

 

 



 6

②戦後 

 町村合併促進法が昭和28年9月1日に公布されてから、本巣郡南部6カ町村（穂積町・本田村・

牛牧村・船木村・川崎村・鷺田村）による合併が協議されたが、合意に到らず川崎・鷺田・船木三

村による巣南村が昭和29年9月20日に発足した。また、昭和31年に樽見鉄道が開通すると、地域

内に美江寺駅、35年には、横屋駅が設置された。その後、昭和39年4月に町制が施行されて、現

在に至っている。 

 当地域の産業は、農業を中心として、時代とともに変化していき、戦時中一部廃園を余儀なくさ

れた富有柿も戦後再び増産の傾向をたどるとともに、新たな産業としては、苺栽培やばら等の苗木

生産等の園芸農業へ多様化しており、増産とともに販路も全国へ拡張している。 

 また、昭和40年代には、町道舗装工事が一新し、土地改良事業による農道建設、町の道路整備計

画を基幹とする道路網整備が進み、農業振興地区内に工業導入地域の指定を受け、紡績・電気機械

工場等近代工業の進出があった。昭和41年度から42年度にかけては、町営住宅が総数60戸建設さ

れ、また、雇用促進事業団による公団住宅が昭和43年度に40世帯収容する2棟、昭和52年度には

巣南西宿舎が建設され、人口流入を促す産業形成や基盤整備が徐々に形成され、現在においても人

口増加の傾向は顕著である。 
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第２章 合併までの経緯 

１．歴史的経緯 

 穂積町及び巣南町の合併協議は、さかのぼる事約半世紀前に町村合併促進法の施行された昭和28

年の翌年29年から始まる。旧穂積町、本田村、牛牧村、川崎村、船木村、鷺田村の6カ町村が、合

併の具体的方針等について協議を進めたが、昭和29年3月、合併議決の合同議会の直前になって一

部から異見が出たため、船木村、鷺田村が、6カ町村の合併協議より離脱した。その後、鷺田村、

船木村、川崎村の3村合併により、巣南村が昭和29年に誕生し、昭和39年に町制施行した。一方、

穂積町は、同じく昭和29年、旧穂積町、本田村、牛牧村、生津村の一部（馬場、生津）と伴に合併

し、新生の穂積町となり、続いて、昭和32年には、巣南町大字宝江地区を編入し、ほぼ現在の町域

となっている。（平成13年には、宝江地区と安八町東結地区の間で境界変更を行っている。）以上の

ように、穂積町と巣南町の間では、かつて一度、合併協議が持ちあがった歴史がある。 

 

２．平成以後の経緯 

 平成の時代に入り、平成8年から平成11年にかけて、本巣郡内部において、広域行政推進に係っ

て、合併問題も研究が行われ、巣南町においては、平成11年9月、議会において合併推進研究会を

設置、この組織は、その後合併推進特別委員会として組織替えを行った。また、穂積町においても

同様に、平成11年12月、合併研究協議会が議会に立ちあがり、翌年には、合併推進特別委員会が

編成された。両町の特別委員により、平成12年8月23日までに6回の合同会議が開かれ、両町の

各事業についての状況報告等、意見が交わされた。この平成11年から12年にかけては、本巣郡の

町村会においても本巣郡一本化合併についての議論が幾度となく検討された時期であり、そのため、

2町の合同会議も断続的になり、合併協議も模索の状態が続いた。しかし、平成13年5月、郡町村

会において、本巣郡の一本化困難の確認がなされると、同年8月22日には、穂積町、巣南町の両町

の町長、議長、副議長、合併特別委員長及び副委員長が相揃い、穂積町と巣南町の合併協議促進の

第一歩がしるされた。これにより、2町は合併協議について、住民説明会を行う等一歩前進するが、

平成14年1月に入り、再び本巣郡での合併の議論が再燃することになる。しかし、2月21日の町

村会において、郡一本化の検討継続は不可能であるという結論に達し、合併を断念することを再確

認するにいたり、穂積町と巣南町両町の議会は3月4日、合同特別委員会を開き、法定合併協議会

の立ち上げと合併予定期日の確認を行った。 

 しかし、同月12日、北方町の町長、議長より両町へ合併協議の参加申入れがあり、4月に入り、
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穂積町、巣南町は北方町の申入れを承諾することを決め、22日には3町議会にて合同会議を開催、

法定合併協議会の設立、協議会組織について協議を行った。この合同会議を経て、4月25日、3町

の臨時議会において、穂積町・巣南町・北方町合併協議会設置議案が可決され、5月1日、3町によ

る市町村の合併の特例に関する法律に基づく法定の合併協議会が正式に設置された。 

 

３．穂積町合併推進準備協議会と巣南町合併検討協議会 

 両町における合併の議論は、議会において合併特別委員会を設置した他、各町において、議会代

表者、各町の住民や団体の代表である識見者、町長、助役等の町職員を構成員とする協議会として、

穂積町では、穂積町合併推進準備協議会、巣南町には巣南町合併検討協議会が設置された。巣南町

の合併検討協議会は、平成13年7月17日以降、3回開催し、穂積町との合併の促進や第1回の合

併説明会について検討を行った。一方、穂積町合併推進準備協議会は、同年10月29日に設置され、

巣南町合併検討協議会同様、合併の推進や合併推進町内意見交換会について意見が交わされた。会

議においては、両協議会とも合併のメリット・デメリットを検討し、各役員をパイプ役として、合

併問題の住民への浸透と意見の聴取を心掛けた。2町での合同会議を開くことは無かったが、各協

議会の役員の中の多くの方に3町の法定協議会とそれに続く2町の法定協議会、その下部組織であ

った専門部会の各役員として、長きにわたって合併問題の協議をお願いすることになった面で、法

定合併協議会の土台としての側面があった。 

 

４．穂積町・巣南町・北方町合併協議会 

 平成14年5月1日に設置された穂積町・巣南町・北方町合併協議会は、同日、発会式と第１回合

併協議会を開催。第1回合併協議会においては、協議会規約他、各規程が報告、確認され、3町よ

り議会代表と住民代表等計19名の合併協議会委員が委嘱された。また、合併協議会の下部組織であ

る計6つの専門部会にも住民代表を委嘱し、合併協議がはば広く住民に浸透するよう組織体制に配

慮がなされた。このような組織体制は、続く2町での合併協議会でも採用された。3町での合併協

議は、合併協議会を12回、各専門部会を延べ29回開催し、5月15日から6月14日まで新市名公

募を行う等、各事業の調整協議が行われたが、乳幼児医療助成や重度心身障害児福祉手当等の福祉

施策、可燃ごみ処理料（ごみ袋代）等の衛生対策、上下水道の使用料他の料金体系等の水道事業、

公立幼稚園、地域審議会、新市の名称の16の項目において調整がつかず、8月12日、第10回合併

協議会において調整案として会長案が提示されたが、北方町の委員より反対があり、協議継続が困

難になった。8月29日、北方町議会において協議会より離脱することが決定され、9月10日、第
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12回の合併協議会を最後に、同協議会は9月20日をもって解散することとなった。（穂積町及び巣

南町は17日、北方町は20日に議決。）3町での協議不調によって、穂積町と巣南町は、改めて合併

協議を2町で行うため、合併協議会を設立することを確認し、9月17日、両町の定例議会において、

穂積町・巣南町合併協議会設置議案が可決され、9月25日に穂積町・巣南町合併協議会を設置した。 

 

５．穂積町・巣南町合併協議会 

 穂積町・巣南町合併協議会は、平成14年9月25日に発会式及び第1回合併協議会を開催した。

第1回合併協議会では、合併の方式を対等合併、新市の事務所の位置を現在の穂積町役場の位置、

合併予定年月日は平成15年5月1日とする等合併の基本項目が決定された。2町の合併協議会は、

3町の合併協議会の組織体系を踏襲していたため、住民代表を委員とする専門部会も随時開催され、

各事業について改めて協議・調整を行った。各専門部会の調整方針を受けて、合併協議会も10月

31日まで6回開催し、議会議員の定数及び任期、自治会の取扱い、特別職の身分の取扱い等各事業

の調整や新市建設計画の策定を行い、第6回合併協議会では、新市の名称を「瑞穂市」と決定し、

合併協議事項の全ての協議を終了した。その後、新市建設計画は、10月31日、県と正式協議を行

い、11月8日には、総務省への廃置分合に伴う市制施行の内協議を県へ申請した。12月6日、総務

省内協議の回答を受け、12月10日には、穂積町・巣南町合併協定調印式を開き、両町長が、合併

協議会委員の立会のもとに合併協定書に調印した。そして、同月19日には、両町の議会において、

合併関連議案を可決し、続く25日には、岐阜県知事への廃置分合の申請を行い、それを受けて、岐

阜県が総務省に対して行った市制施行の協議について、平成15年2月には、総務省より県に対して

異議がない旨の回答がなされ、3月の県議会定例会には、瑞穂市設置に係る議案が可決された。総

務大臣による廃置分合の告示は、平成15年4月4日になされた。この間も合併協議会は、月1回開

催され、合併申請の手続き等の進捗状況が逐次報告された。 

 合併協議会の解散は、平成15年3月の両町の議会定例会において可決され、4月25日の第11回

合併協議会を最後に、その後4月30日をもって解散した。 
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第３章 住民への周知・広報 

１．合併協議状況の意見交換会・住民説明会の開催 

 穂積町、巣南町の合併協議状況の住民への周知は、本巣郡全体での合併議論や3町での合併協議

会から2町での合併協議会への移行等、協議の進展が紆余曲折する中で、その時点における状況報

告を含めて、自治会単位や校区単位等で両町それぞれの主催で各3回ずつ開催した。 

 

【穂積町】 

（１）第１回町内意見交換会 

①開催の主旨と概要 

 町内外において合併議論が起きている中で、市町村合併の概要を説明するとともに、それに対し

ての町の姿勢や町としての合併の方針について説明し、住民より直接意見を聞いた。平成13年11

月26日、郷土資料館を皮切りに12月14日まで全16会場にて合併に関する意見交換会として開催

し、延べ357名が出席した。 

 

②開催日程等 

日程は、平成13年11月26日から12月14日まで、1日1会場で開催し、延べ16日16会場であ

った。会場は、町内をくまなく開催できるよう設定し、各会場ごとに対象自治会を区分することは

行わず、どの会場にだれが来ても良いこととした。 

 

月 日 曜日 場          所 開 催 時 間 参加人数 

11月26日 月 郷土資料館 午後7：00～午後9：00 21

11月27日 火 本田団地公民館 午後7：00～午後9：00 27

11月30日 金 東只越公民館 午後7：00～午後9：00 30

12月1日 土 町民センター２階 はなみずきホール 午後2：00～午後4：00 25

12月2日 日 駅北公民館 午後7：00～午後9：00 22

12月3日 月 糸貫川管理棟 会議室 午後7：00～午後9：00 11

12月4日 火 駅南公民館 午後7：00～午後9：00 27

12月5日 水 町民センター２階 はなみずきホール 午後7：00～午後9：00 15

12月6日 木 下穂積公民館 午後7：00～午後9：00 35

12月8日 土 花塚公民館 午後7：00～午後9：00 23

12月9日 日 穂積町役場３階 大会議室 午後2：00～午後4：00 23

12月10日 月 
牛牧北部防災コミュニティセンター１階

集会室 
午後7：00～午後9：00 15

12月11日 火 下畑公民館 午後7：00～午後9：00 15

12月12日 水 野白公民館 午後7：00～午後9：00 21

12月13日 木 牛牧団地公民館 午後7：00～午後9：00 21

12月14日 金 穂積町役場３階 大会議室 午後7：00～午後9：00 26

 総参加人数 357
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③説明者 

 町長、ゆめづくり総務企画部長、企画財政課長 

 

④説明会資料 

 ・意見交換会用パンフレット（第1回意見交換会用） 

 ・広報ほづみ（平成13年12月号） 

 ・穂積町合併推進準備協議会規約 

 

（２）第２回町内意見交換会 

①開催の主旨と概要 

 平成14年3月22日、北方町より穂積町、巣南町の合併協議への参加の申入れを受け、この申入

れに対する回答を行うために、住民への協議状況の報告と北方町を含めた3町での合併協議を行っ

ていく方針について、住民へ周知し、これに対する意見を聴収した。交換会は、平成14年4月6

日から4月9日にかけて、町内の3つの小学校と町民センターにおいて計4回開催した。 

 

②開催日程等 

日程は、平成14年4月6日から9日まで、各小学校区で開催した。前回と同様にどの会場でも自

由に参加できることとし、延べ94名の参加者があった。 

 

月 日 曜日 場          所 開 催 時 間 参加人数 

4月6日 土 町民センター 午後2：00～午後3：30 42

4月7日 日 牛牧小学校体育館 午後7：30～午後8：30 18

4月8日 月 生津小学校体育館 午後7：30～午後8：30 12

4月9日 火 本田小学校体育館 午後7：30～午後8：45 22

 総参加人数 94

 

③説明者 

 町長、ゆめづくり総務企画部長、企画財政課長 

 

④説明会資料 

 ・町内意見交換会用パンフレット（第2回意見交換会用） 

 ・広報ほづみ（平成14年4月号） 

 

（３）第3回町内意見交換会 

①開催の主旨と概要 

 平成14年8月30日、第11回穂積町・巣南町・北方町合併協議会が開催され、北方町の協議会離

脱の申入れを受け、今後の合併協議の方針を検討するため、住民に対して協議状況を報告すると同

時に、合併協議の方針として、今後は穂積町と巣南町の2町で協議を進めていくことについて意見

を聴収した。交換会は、平成14年9月11日、総合センター内の会議室にて開催、51人の参加があ

った。 
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②開催日程等 

 

月 日 曜日 場          所 開 催 時 間 参加人数 

9月11日 土 総合センター 会議室 午後7：30～午後9：00 51

 

③説明者 

 町長、ゆめづくり総務企画部長、企画財政課長 

 

④説明会資料 

 ・広報ほづみ（平成1４年９月号 号外） 

 

【巣南町】 

（１）第１回合併説明会 

①開催の主旨と概要 

 町内外において合併議論が起きている中で、市町村合併の概要を説明するとともに、それに対し

ての町の姿勢や町としての合併の方針についてを説明し、住民より直接意見を聞いた。平成13年9

月18日、座倉の区公民館を皮切りに10月19日まで全21会場にて合併に関する説明会として開催

した。参加人数は881名であった。 

 

②開催日程等 

日程は、平成13年9月18日から10月20日まで、1日1会場で開催し、各区公民館にて21会場

であった。会場は、町内の全ての区で開催し、各区内の住民を対象に行った。 

 

月 日 曜日 場          所 開 催 時 間 参加人数 

9月18日 火 座倉区公民館 午後7：30～午後9：37 23

9月19日 水 一ツ木区公民館 午後7：30～午後9：17 53

9月20日 木 居倉区公民館 午後8：00～午後9：27 58

9月23日 日 森区公民館 午後7：30～午後8：56 27

9月24日 月 西宿舎集会所 午後7：30～午後8：35 41

9月25日 火 田之上区公民館 午後7：30～午後8：50 24

9月28日 金 新月区公民館 午後7：30～午後9：03 28

9月29日 土 上唐栗区公民館 午後7：30～午後9：00 33

10月1日 月 下唐栗区公民館 午後7：30～午後9：00 37

10月3日 水 宮田区公民館 午後7：30～午後9：08 31

10月4日 木 大月区公民館 午後8：00～午後9：30 18

10月6日 土 重里区公民館 午後7：30～午後8：55 25

10月8日 月 美江寺区公民館 午後7：30～午後8：58 31

10月9日 火 十七条区公民館 午後7：30～午後9：00 76

10月13日 土 古橋北区公民館 午後7：30～午後8：55 60
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10月15日 月 古橋南区公民館 午後7：30～午後9：02 122

10月16日 火 巣南宿舎集会所 午後7：30～午後8：35 13

10月17日 水 呂久区公民館 午後7：30～午後9：00 83

10月18日 木 横屋区公民館 午後7：30～午後10：55 23

10月19日 金 中宮区公民館 午後7：30～午後10：00 23

10月20日 土 十八条区公民館 午後7：30～午後8：55 52

 総参加人数 805

 

③説明者等 

 議員1～2名 

 町長、総務課長、他課長1名（各課長より1名出席） 

 

④説明会資料 

・説明会用パンフレット（第1回説明会用） 

 

（２）第2回合併説明会 

①開催の主旨と概要 

 北方町の合併協議の参加申入れにより、今後の合併協議を再度住民へ諮るため、合併協議の進捗

状況の報告とともに、平成14年4月8日から10日の3日間、町内3校区にて開催した。参加人数

は263名であった。 

 

②開催日程等 

日程は、平成14年4月8日から10日まで、3日間3会場で開催し、各小学校区にて行った。 

 

月 日 曜日 場          所 開 催 時 間 参加人数 

4月8日 月 南小学校体育館 午後7：30～午後9：00 121

4月9日 火 中小学校体育館 午後7：30～午後9：00 71

4月10日 水 西小学校体育館 午後7：30～午後9：30 78

 総参加人数 263

 

③説明者等 

 議長他議員3～5名、各地区区長4～7名 

 町長、助役、総務課長、担当職員1名 

 

④説明会資料 

・説明会用パンフレット（第2回説明会用） 

 

（３）第3回合併説明会 

①開催の主旨と概要 

 平成14年8月30日、第11回穂積町・巣南町・北方町合併協議会が開催され、北方町の協議継続

断念の申入れを受け、今後の合併協議の方針を検討するため、住民に対して協議状況を報告すると
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同時に、合併協議の方針として、今後は穂積町と巣南町の2町で協議を進めていくことについて意

見を聴取した。平成14年9月10日から12日までの3日間で、前回の合併説明会同様、各校区にて

開催し、291人の参加を得た。 

 

②開催日程等 

日程は、平成14年9月10日から12日まで、3日間3会場で開催し、各小学校区にて行った。参

加人数は291名であった。 

 

月 日 曜日 場          所 開 催 時 間 参加人数 

9月10日 火 西小学校体育館 午後7：30～午後9：10 81

9月11日 水 南小学校体育館 午後7：30～午後9：20 128

9月12日 木 中小学校体育館 午後7：30～午後9：10 82

 総参加人数 291

 

③説明者等 

 議長他議員3～5名、区長会長、副会長2名、各地区区長3～7名 

 町長、助役、収入役、教育長、総務課長、課長2～3名（課長のうちより出席）、担当職員1名 

 

④説明会資料 

・説明会用パンフレット（第3回説明会用） 

 

【合併協議会】 

（１）穂積町・巣南町・北方町合併協議会 

①「協議会だより」の発行 

平成14年6月より8月まで3回、毎月発行。各世帯へ配布。合併協議会における協議の進展状況

等を掲載した。その他、特集号（住民サービスについて）１回、号外（協議会解散について）1回

を発行した。 

 

②「穂積町・巣南町・北方町合併協議会ホームページ」作成 

平成14年5月開設。協議会における合併協議等の状況を広く内外に広報することを目的とし、各

協議会資料・会議録の公表、意見募集等を行った。また、新市名の募集もホームページを通じて応

募できるようコーナーを設けた。 

 開設から合併協議が解散されるまでの約4ヶ月間、開設した。 

 

③「新市名募集チラシ」の配布 

第2回合併協議会（平成14年5月14日）において承認を受け、翌日15日より6月14日までの

1ヶ月間、新市名の募集を行い、応募用の専用葉書を付随したチラシを作成、町内各世帯に配布し

た。応募件数は、総件数2,781件（チラシ専用葉書によるもの2,161件）、1,012種類の新市名候補

が応募された。3町の合併協議会は、9月20日に解散したため、この応募の中から新市の名称が決

定されることは無かったが、穂積町・巣南町合併協議会における新市名選考にあたっては、この応

募を無駄にすることなく、応募結果を参考資料とした。（3町合併協議会解散後、応募者全員に「新

市名称応募結果の取扱いについて」として3町長連名による礼状を送付した。） 
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（２）穂積町・巣南町合併協議会 

①「協議会だより」の発行 

平成14年10月より平成15年4月まで8回、毎月発行。各世帯へ配布。合併協議会の協議内容等

を掲載し、両町区域内の住民を中心に合併協議の進展状況について広報した。その他、合併に伴っ

て住民に影響がある住所、郵便番号、各種公共料金の変化等の事柄についても、当広報誌を通じて、

住民へ周知した。 

 

②「新市建設計画ダイジェスト」版の発行 

平成15年2月発行。新市の基本構想である新市建設計画を両町の町民へ周知するため、新市にお

ける予定事業等を中心に合併後のビジョンを簡潔にまとめたダイジェスト版を作成、両町の各世帯

へ配布した。 

 

③「穂積町・巣南町合併協議会ホームページ」作成 

平成14年9月開設。各協議会資料・会議録の公表、意見募集等を行った。協議会における合併協

議等の状況を広く内外に広報することを目的とし、各協議会資料・会議録の公表、意見募集等を行

った。 

 開設から合併協議が解散されるまでの約7ヶ月間に約27,655件のアクセスがあった。 

 

④新市誕生ＰＲ活動 

平成15年1月専門部会書記合同会議における新市への諸準備の打合わせの中で、合併協議会事務

局が主導で行うこととなり、凡そ次のような内容で実施・準備した。 

 

（懸垂幕及び横断幕） 

・設置場所 両町庁舎、JR東海穂積駅、主要道路 計8箇所 

・設置期間 平成15年2月から合併の日まで 

・内容 『平成１５年５月１日  瑞穂市誕生』 

（ポスター） 

・設置場所 両町自治会掲示板、町管理各施設、主要駅（JR東海穂積駅、樽見鉄道3駅）、両町内量

販小売店 

（合併協議会後援行事等） 

・和・楽・笑 ～みずほになるこ～ 

  特定非営利活動法人キッズスクエア穂積、同巣南、富有楽猩、ＷＡ楽等のグループが、旧町の

住民の交流促進のため、実行委員会を組織し、合併協議会の後援のもと、躍りを中心とした瑞穂

市誕生記念イベント「和・楽・笑 ～みずほになるこ～」を企画した。5月5日、穂積庁舎駐車

場で、12グループ、約300人が参加して、ダンスや躍り、和太鼓等を披露し、最後には、参加者

全員で一つの輪となる総躍り等で新市の住民の一体化を図った。 

 

・瑞穂市誕生記念第九演奏会 

  特定非営利活動法人コンチェルティーノ・ＧＩＦＵからの申出により、合併協議会の後援で「瑞

穂市誕生記念第九演奏会」が企画された。この計画は、新市誕生を記念し、両町に在住する新市

民、両町に在勤する者や両町の出身者に参加を呼びかけ、平成15年5月11日、瑞穂市総合セン

ターサンシャインホールにて、演奏会が開かれた。2月から約3ヶ月間の練習に、約210人が参

加し、演奏会当日は、「第九」のほか、「ハレルヤ・コーラス」や「凱旋行進曲」等を披露し、新

市の誕生に花を添えた。 



第 4 章 

 

合併協議の進展 
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第４章 合併協議の進展 

１．穂積町及び巣南町の合併協議の経緯 

年代 できごと 説明 

昭和29年 

 

 

 

9月 

 

11月 

 

昭和32年 

 

 

 

平成11年 

9月 

10月 

 

12月 

 

平成12年 

3月 

4月 

～8月 

10月 

 

11月 

 

平成13年 

2月 

 

4月 

5月 

 

 

 

 

7月 

 

8月 

 22日 

 

 

 

 

穂積町、本田村、牛牧村、川崎村、船木村、

鷺田村の6カ町村による合併協議決裂。 

 

川崎村、船木村、鷺田村にて巣南村の実現。

 

穂積町、本田村、牛牧村、生津村馬場、上

生津、下生津による穂積町の実現。 

 

穂積町に鷺田村宝江地区の編入。 

 

 

 

巣南町合併問題研究会設置 

巣南町合併問題研究会より穂積町議会へ

合併促進の協議 

穂積町合併研究協議会設置 

巣南町合併推進特別委員会設置 

 

穂積町合併推進特別委員会設置 

穂積町・巣南町合併推進特別委員合同会議

 

穂積町・巣南町合併推進特別委員合同会議

 

本巣郡町村合併議員連絡会議設置 

 

 

本巣郡町村合併議員連絡会議提言 

 

穂積町・巣南町合併推進合同協議会 

郡町村会にて本巣郡一本化困難の確認 

本巣郡町村合併議員連絡会議の解散 

巣南町議会議員全員協議会 

穂積町・巣南町合併推進合同協議会 

 

巣南町合併検討協議会設置 

（議員代表と住民代表による任意協議会）

巣南町合併推進特別委員会 

巣南町より穂積町へ合併申し出 

（2町の首長、議長、副議長、委員長、副

委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各町議会における合併問題の検討 

 

 

 

 2町議会にて合併問題検討交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2町での合併問題再検討 

     町民の参加を促す動き 

 

 ・住民代表を含んだ検討機関の設置

 ・住民への説明会を開催 

 

 

 合併の申入れ 

 2町合併協議の方向性定まる。 

 

平成に入ってからの動向 

昭和時代の合併の動き 

郡合併についての 

検討、始まる。 

２
町
で
の
検
討
交
流
が
断
続
的
に 
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9月 

 18日～ 

10月 

 20日 

10月 

 

 

 

 

11月 

 26日～ 

12月 

 14日 

 

12月 

 

 

 

平成14年 

1月 

 

2月 

 

 

 

 

 

3月 

 12日 

4月 

 6日～ 

 9日 

 8日～ 

 10日 

 15日 

 

 17日 

 

 25日 

5月 

 1日 

～ 

8月 

 12日 

 30日 

 

穂積町議会議員全員協議会 

巣南町合併説明会（第1回 町内21会場）

開催 

 

穂積町議会議員全員協議会 

巣南町合併検討協議会 

穂積町合併推進準備協議会設置 

（議員代表と住民代表による任意協議会）

 

穂積町町内意見交換会（第1回 町内16

会場） 

 

 

 

穂積町町内にて（合併について）出前講座

（3町内会で開催） 

穂積町・巣南町合同合併推進特別委員会 

 

郡議長会 

 

郡町村長会 

 

穂積町合併推進特別委員会 

 

巣南町議会議員全員協議会 

 

郡町村長会（郡一本化を断念） 

穂積町・巣南町合同合併推進特別委員会 

北方町より穂積町、巣南町へ合併の申し出

穂積町・巣南町合併推進室設立 

第2回穂積町町内意見交換会（町内4会場）

 

第2回巣南町合併説明会（町内3会場） 

 

第7回穂積町合併推進準備協議会 

穂積町・巣南町合同合併推進特別委員会 

北方町へ回答（合併協議の参加同意と法定

協議会の設置について） 

3町にて臨時議会 

 

穂積町・巣南町・北方町合併協議会設置 

 

 

合併協議会（10回）及び各専門部会開催 

第11回合併協議会 

（北方町の合併離脱方針表明） 

 

 

 

 

 

 

 2町合併についての町民への 

 説明・意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北方町の合併    2町の合併 

  協議への参加    事務機関設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3町での合併協議の開始 

 

 

 

 

 

 

郡合併についての 

再検討、始まる。 

郡合併検討の終焉 

3町での合併推進の模索 

・住民説明会と意見交換 
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9月 

 10日 

 

 11日 

 

 10日～ 

 12日 

 17日 

 

 

 

 25日 

 

 27日 

 

10月 

 1日 

 

 9日 

 

 16日 

 23日 

 

 31日 

 

11月 

 5日 

 8日 

 

12月 

 6日 

 10日 

 19日 

 

 25日 

平成15年 

1月 

 24日 

2月 

 21日 

3月 

 

 

 

 19日 

 20日 

 

第12回合併協議会 

（協議会解散の確認） 

第3回穂積町町内意見交換会（総合センタ

ー） 

第3回巣南町合併説明会（町内3会場） 

 

3町議会において協議会廃止議決 

（穂積町、巣南町17日、北方町20日） 

穂積町、巣南町議会において2町合併協議

会設置の議決 

穂積町・巣南町合併協議会発会式 

第1回合併協議会 

県が穂積町、巣南町を合併重点支援地域に

指定 

 

第2回合併協議会 

 

第3回合併協議会 

 

第4回合併協議会 

第5回合併協議会 

 

第6回合併協議会 

新市建設計画を県と正式協議 

 

県より新市建設計画について回答 

第7回合併協議会 

市制施行に係る総務省内協議の申請 

 

県より総務省内協議について回答 

合併協定調印式 

両町議会において両町合併関連議案を可

決。 

廃置分合申請 

 

 

第8回合併協議会 

 

第9回合併協議会 

 

穂積町議会定例会(10～24日) 

巣南町議会定例会(6～13日) 

（2町合併協議会廃止議案可決） 

県議会議決 

廃置分合処分決定書の交付（県から両町へ）

 

 

         住民への周知 

         2町合併推進の 

         再確認 

 

 3町協議 

 の終了    2町合併協議会 

        の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        実質的な協議の終了

 

 

 

        合併協定調印 

        合併関連議案議決 

 

  合併申請 

 

         新市への移行 

         準備が進む。 

 

 

         市長職務執行者 

         決定 

         2町合併協議会 

         解散の準備 

  県議会議決 

 

 

国・県への手続き 
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 27日 

4月 

 4日 

 25日 

5月 

 1日 

 13～ 

 16日 

 25日 

6月 

 1日 

7月 

 27日 

第10回合併協議会 

 

廃置分合の告示 

第11回合併協議会(専門部会合同会議) 

 

「瑞穂市」誕生 

第1回臨時会 

 

市長選挙告示 

 

市長選挙 

 

市誕生記念式典 

 

 

 

 合併の正式決定  新市移行準備 

          最終段階 

 

 

     新市誕生 
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２．穂積町合併推進準備協議会と巣南町合併検討協議会 

（１）巣南町合併検討協議会 

 巣南町合併検討協議会は、町議会、町行政以外の住民有識者からも合併の方針について意見を聴

取し、各組織にその内容を浸透させるため、町議会、町行政及び町関係団体役員等の広範囲の中か

ら代表を選出して、平成13年7月17日設立された。協議会では、市町村合併の一般的なメリット・

デメリットから、町内合併説明会の開催の決定とその結果報告、「穂積町」を合併の相手とする方針

の決議等が行われ、住民有識者を交えることで、幅広い意見の集約に努めるとともに、合併議論が

住民に広がるよう努めた。 

 

①委員名簿 

 

選   出   区   分 氏    名 備   考 

町長 堀 孝正  

議長 児玉 春一  

副議長 星川 睦枝  

特別委員会委員長 吉本 幸一  

特別委員会副委員長 宮崎 征一  

助役 馬渕 秀雄  

収入役 吉田 勝郎  

識見を有す者 宮田 莞弐 商工会長 

〃 井上 武夫 経営者協会会長 

〃 馬渕  徹 区長会長 

〃 仙石 義市 区長会副会長 

〃 岡部  清   〃 

〃 堀  敏夫 農業団体（農委副会長） 

〃 小川 富子 女性ｸﾞﾙｰﾌﾟ（元婦人会代表役員）

〃 箕浦 紀子   〃 

〃 高田美恵子   〃（元婦人会長） 

〃 山田恵美子   〃(西小PTA副会長) 

〃 服部 若香   〃（中小育成会役員） 

〃 棚橋 和子   〃（南保教保護者会会長） 
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②規約 

 

巣南町合併検討協議会規約 

 

 （目的） 

第１条 この目的は、巣南町が合併問題について広く協議するため、協議会の設置及び運営に関し、 

 必要な事項を定めることを目的とする｡ 

 （名称） 

第２条 この協議会は、巣南町合併検討協議会（以下「協議会」という）と称する。 

 （協議事項） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

（１）合併問題にかかる調査研究に関する事項 

（２）巣南町の将来計画に関する事項 

（３）その他合併に関し必要な事項 

 （組織） 

第４条 協議会に次の委員をもって組織する。 

（１）町長、助役及び収入役 

（２）議会の議長及び副議長 

（３）合併推進特別委員会の委員長及び副委員長 

（４）識見を有する者 

 （役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長  1名 

（２）副会長 1名 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

 （役員の職務) 

第６条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 （会議) 

第７条 会議は会長が必要に応じて随時開催する。 

２ 委員の３分の１以上の者から開催の請求があるときは、会長はこれを開催しなければならない。 

３ 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 会長は会議の議長となる。 

 （関係職員等の出席） 

第８条 協議会は、必要に応じて関係職員等を出席させ、説明又は助言を求めることができる。 

 （事務局） 

第９条 協議会に事務局を置く。 

２ 協議会の事務局は総務課に置く。 

３ この規約に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （幹事会） 

第１０条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 幹事会は事務局長、幹事をもって組織する。 
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４ 幹事会は、会長に支持を受け、協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するものと 

 する。 

５ 幹事会は、事務局長が必要に応じて随時開催する。 

６ 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。 

７ 事務局長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。 

 （補則） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成１３年７月１７日から施行する。  

 

別表１ 

 巣南町合併検討協議会幹事会名簿 

補  職  名 氏    名 備   考 

総 務 課 長            関谷  巌 事務局長 

税 務 課 長            新井千代美  

住 民 課 長            河合  信  

福 祉 課 長            小森 秀夫  

産 業 課 長            丹羽  清  

建 設 課 長            林  鉄雄  

水 道 課 長            松尾 治幸  

議 会 事 務 局 長 新井 利夫  

教 育 課 長            福野  正  

 

③協議会開催状況 

 開催日時 会議概要 

第1回 平成13年7月17日 役員選出、協議会設立の主旨、合併特例法の概要説明、 

合併推進の必要性、経過報告等を説明 

第2回 平成13年8月7日 合併アンケート調査結果報告、「穂積町」を合併の相手とする方

針について決議 

第3回 平成13年10月30日 町内合併説明会の報告 

 

（２）穂積町合併推進準備協議会 

 穂積町合併推進準備協議会は、巣南町の合併検討協議会同様、町議会、町行政以外の住民有識者

からも合併の方針について意見を聴取し、それを各組織へ反映させるため、町議会、町行政職員、

各種団体代表から役員を選出し、平成13年10月29日設立された。協議会では、市町村合併の一般

的なメリット・デメリットの他、町内合併意見交換会の開催の決定とその結果報告、「巣南町」や他

の市町村との各種行財政サービスの比較等が行われた。住民有識者を交えることによる幅広い意見

の集約や合併議論の外への広がりに努めつつ、組織は、穂積町・巣南町合併協議会設立後も存続し、

準備協議会の委員の大半が、法定協議会や専門部会の委員であったことにより、穂積町において、
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合併協議の進展の中で意思統一や意見集約を図る必要がある局面において、会合を開き、議論を重

ねた。 

 

①委員名簿 

選   出   区   分 氏    名 備   考 

穂積町議会 議長 山田 隆義  

 副議長 藤橋 禮治  

 合併推進特別委員会委員長 松野 武則  

 合併推進特別委員会副委員長 澤井 幸一  

識 見 者 穂積町町内会長協議会会長 森  春男  

 穂積町町内会長協議会副会長 河合 達美  

 穂積町町内会長協議会副会長 池畑  彰  

 穂積町町内会長協議会副会長 清水 昌雄  

 区長会会長 土屋 正一  

 区長会副会長 錦見 義之  

 穂積町農業委員会会長 武藤  昇  

 穂積町民生児童委員協議会会長 東海 龍毅  

 穂積町商工会会長 山田 義親  

 穂積町経営者協会会長 梅田 吾朗  

 穂積町ＰＴＡ連合会会長 篠田  徹  

 穂積町立保育所保護者会代表 山田 敦子  

 穂積町老人クラブ連合会会長 広瀬 隆雄  

 穂積町女性の会会長 渡辺 晴子  

 穂積町体育協会会長 松野  力  

 穂積町文化協会副会長 蓮見 茂夫  

町 職 員 町         長 松野 幸信  

 助         役 馬渕 義明  

 教    育    長 後藤 時男  

 

②要綱 

穂積町合併推進準備協議会要綱 

 

 （設置） 

第１条 穂積町が巣南町及び周辺町村との合併の推進について基本的事項等を協議、検討、 
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 研究するため、穂積町合併推進準備協議会（以下「協議会」という。）を設置する｡ 

 （所掌事項） 

第２条 協議会は、穂積町と巣南町及び周辺町村との合併について、次の事項を協議する。 

（１）協議会の名称、設立時期、規約、組織体制及び基本的事項等その設立に関する事項 

（２）合併に必要な調査、研究 

（３）その他合併に関する事項 

 （組織） 

第３条 協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

 （役員） 

第４条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長  1名 

（２）副会長 1名 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

 （役員の職務) 

第５条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その会務を代理する。 

 （会議) 

第６条 協議会の会議は、会長が召集する。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。 

 （意見の聴取） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議の出席を求めること 

 ができる。 

 （庶務及び広報） 

第８条 協議会の庶務及び広報については、ゆめづくり総務企画部企画財政課で行う。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１３年１０月２９日から施行する。 

 

③協議会開催状況 

 開催日時 会議概要 

第1回 平成13年10月29日 役員選出、協議会設立の主旨、合併推進の必要性、経過報告等

を説明 

第2回 平成13年11月16日 合併特例法の概要説明、スケジュール、穂積町と巣南町の行政

サービス比較 

第3回 平成13年11月30日 穂積町と巣南町の公共施設等の設置状況について 

第4回 平成13年12月20日 町内合併意見交換会の結果報告 

第5回 平成14年1月8日 穂積町と巣南町の福祉・衛生及び学校教育サービス比較につい

て 

第6回 平成14年3月22日 北方町からの合併協議参加の申し出について 

第7回 平成14年4月15日 第2回町内合併意見交換会の結果報告について 
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３．穂積町・巣南町・北方町合併協議会 

 平成14年4月22日、穂積町、巣南町、北方町の3町議会による合同会議において、合併協議会

設立、協議会の組織についての協議が行われ、25日には3町臨時議会において、穂積町・巣南町・

北方町合併協議会設置の議案が可決された。翌26日には、3町長間において、「合併協議会規約制

定に係る協議書」及び「合併協議会規約に関する協議書」の調印が行われた。5月1日、発会式と

第1回合併協議会が開催された。合併協議会12回、住民代表が参加した専門部会は、6つの部会に

分かれ、延べ29回、各小委員会は延べ15回開催され、5月15日から6月14日まで新市名公募を

行う等合併協議が進んだが、乳幼児医療助成や重度心身障害児福祉手当等の福祉施策、可燃ごみ処

理料（ごみ袋代）等の環境衛生対策、上下水道の使用料他の料金体系等の水道事業、公立幼稚園、

地域審議会、新市の名称の16項目において調整がつかず、8月12日、第10回合併協議会において

調整案として会長案が提示されたが、北方町の委員より反対があり、協議継続が困難になった。8

月29日、北方町議会において協議会より離脱することが決定され、翌30日の第11回合併協議会に

おいて、北方町長より合併協議会離脱の表明があり、協議会の休止と清算手続きの開始が了承され

た。9月10日、第12回合併協議会を最後に、同協議会は9月20日をもって解散することとなった。

（穂積町及び巣南町は17日、北方町は20日に協議会廃止を議決。「合併協議会の廃止に関する協議

書」及び「合併協議会の廃止後の措置に関する協議書」を3町長間において20日調印。） 

 

（１）委員名簿 

平成１４年５月１８日現在 

役 職 名 氏 名 町 村 名 選 出 区 分 備 考 

会 長 松野 幸信 穂積町 穂積町町長  

副会長 福野 寿英 巣南町 巣南町町長  

 白木   聡 北方町 北方町町長  

委 員 山田 隆義 穂積町 穂積町議会議員  

 松野 武則  穂積町議会議員  

 澤井 幸一  穂積町議会議員  

 馬渕 金雄 巣南町 巣南町議会議員  

 小寺  徹  巣南町議会議員  

 児玉 春一  巣南町議会議員  

 井野 勝巳 北方町 北方町議会議員  

 豊田 良吉 北方町議会議員  

 糸魚川温史 北方町議会議員  

 森  春男 穂積町 学識経験者  

 山田 義親  学識経験者  

 田口 博子  学識経験者  

 岡部  清 巣南町 学識経験者  

 宮田 莞弐  学識経験者 
H14.5.18まで。同日付で迫

田義一氏を委嘱 

 星岡 葉子  学識経験者  

 佐野栄太郎 北方町 学識経験者  



 27

 栗本 三一  学識経験者  

 佐野 芳彦  学識経験者  

 平光 節夫 岐阜県職員 学識経験者  

 

（２）穂積町・巣南町・北方町合併協議会規約 

穂積町・巣南町・北方町合併協議会規約 

 

 （協議会の設置） 

第１条 穂積町、巣南町及び北方町（以下「３町」という。）は、合併の基本的な問題等について協 

 議するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び市町村の合併の 

 特例に関する法律（昭和４０年法律第６号。以下「法」という。）第３条第１項の規定に基づき、 

 合併協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （協議会の名称） 

第２条 協議会は、穂積町・巣南町・北方町合併協議会と称する。 

 （協議会の事務） 

第３条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 

（１） 合併に関する協議 

（２） 法第５条の規定に基づく３町の合併に伴う新市建設計画の作成 

（３） 前２号に掲げるもののほか、３町の合併に関し必要な事項 

 （事務所の位置） 

第４条 協議会の事務所は、岐阜県本巣郡巣南町宮田３００番地の２巣南町役場内に置く。 

 （組織） 

第５条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

 （会長及び副会長） 

第６条 会長及び副会長２名は、３町の長が協議し、次条第１項の規定に基づき委員となるべき者 

 の中から、これを選任する。 

２ 会長及び副会長は、非常勤とする。 

 （委員） 

第７条 委員は、次の者をもって充てる。ただし、前条第１項の規定により会長及び副会長に選任 

 された者を除く。 

（１） ３町の長 

（２） ３町の議会が選出する議員各３名 

（３） ３町の長が協議して定めた学識経験を有する者１０名以内 

２ 委員は、非常勤とする。 

 （会長及び副会長の職務） 

第８条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ 

 指名する順位によりその職務を代理する。 

 （会議） 

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 委員の３分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければな 

 らない。 
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３ 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに、会長があらかじめ副会長及び委員 

 に通知しなければならない。 

 （会議の運営） 

第１０条 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 

 （関係職員等の出席） 

第１１条 会長は、必要に応じて３町の関係職員等を会議に出席させ、説明を求めることができる。 

 （小委員会） 

第１２条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができ 

 る。 

２ 小委員会の組織、運営その他の必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 

 （専門部会） 

第１３条 協議会に提案する事項について協議又は調整するため、協議会に専門部会を設置するこ 

 とができる。 

２ 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （事務局） 

第１４条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 協議会の事務に従事する職員は、３町の長が協議して定めた者をもって充てる。 

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （経費の負担等） 

第１５条 協議会の運営に必要な経費は、３町の負担金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 協議会に要する経費は、３町が均等に負担するものとする。 

 （監査） 

第１６条 協議会の出納の監査は、３町の監査委員各１名に委嘱して行う。 

２ 前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

 （財務に関する事項） 

第１７条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （報酬及び費用弁償） 

第１８条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費 

 用弁償を受けることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、第７条第１項第１号に掲げる者については、報酬を支払わない。 

３ 第１項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が別に定める。 

 （協議会解散の場合の措置） 

第１９条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長で 

 あった者がこれを決算する。 

 （補則） 

第２０条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

 この規約は、平成１４年５月１日から施行する。 

 

（３）その他規程 

 各規程の詳細については、誌面の関係上割愛するが、内容については、穂積町・巣南町合併協議

会において定めた各規程と大略において同様である。 
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・穂積町・巣南町・北方町合併協議会専門部会規程 

・穂積町・巣南町・北方町合併協議会事務局規程 

・穂積町・巣南町・北方町合併協議会財務規程 

・穂積町・巣南町・北方町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程 

・穂積町・巣南町・北方町合併協議会会議運営規程 

・穂積町・巣南町・北方町合併協議会小委員会規程 

・穂積町・巣南町・北方町合併協議会会議傍聴規程 

・穂積町・巣南町・北方町合併協議会会議録等閲覧規程 

 

（４）合併協議会、専門部会及び小委員会の開催状況 

①合併協議会開催状況 

開催日時 会議概要 

第1回 平成14年5月1日 規約、規程の報告に続き、合併方式（新設合併）や合併期日（平

成15年4月1日）等基本5項目について協議・確認した。 

第2回 平成14年5月14日 新市名選定小委員会の協議結果を踏まえ、6月14日まで新市名

公募を行うことを協議・確認した。 

第3回 平成14年6月3日 市章等の慣行の取扱いや常備消防、農業委員会の委員定数・ 

任期、児童館等について協議・確認した。 

第4回 平成14年6月17日 市民税や土地開発公社、体育協会、文化協会の取扱い、在宅介

護支援センター等について協議・確認した。 

第5回 平成14年7月2日 議会議員の定数・任期や税の前納報奨金、消防団、合併処理浄

化槽補助金、就学区域弾力化等について協議・確認した。 

第6回 平成14年7月15日 都市計画税や固定資産税、軽自動車税の取扱い、一般職員の身

分の取扱い、付属機関、一部事務組合、自治会の取扱いについ

て協議・確認した。 

第7回 平成14年7月23日 特別職の報酬について協議・承認した。その他、商工会育成や

国民健康保険税、消防施設、街路灯（防犯灯、商店街発展灯）

等について，協議・確認した。 

第8回 平成14年7月31日 新市建設計画について承認。社会福祉協議会への委託事業や減

反等の生産調整対策、都市計画区域の取扱いについて協議・確

認した。 

第9回 平成14年8月2日 学校給食や火葬場、ケーブルテレビ事業について協議・確認し

た。新市名候補、上下水道使用料、公立幼稚園等が継続協議。

第10回 平成14年8月12日 子育て支援事業やごみ対策、上下水道使用料、公立幼稚園、地

域審議会、新市名候補等16項目の調整が難航。北方町の委員

の反対により、協議続行が困難になる。 

第11回 平成14年8月30日 8月29日、北方町議会での決定を踏まえて、北方町長が協議会

からの離脱を表明。協議会では、8月30日に協議会を休止し、

清算事務を行う事を確認。 

第12回 平成14年9月10日 9月20日をもって、3町の協議会を解散することが承認される。

 

②専門部会及び小委員会開催状況 

 専門部会は、合併協議会委員3名と住民代表9名を各町より均等に選出し組織した。協議は、各
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部会で該当する事業の調整方針について議論、確認を行った。延べ29回の部会が開催され、協議会

の承認が必要と判断される事業については、協議会にて専門部会の協議の報告を行った。小委員会

は、協議会より付託された事項についてより専門的に議論を行うため、協議会委員より組織された。

新市建設計画案の策定、特別職の報酬等について案を策定し、協議会へ報告を行った。 

 

 専門部会及び小委員会開催状況 

 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回

新市建設計画 14.5.21 14.6.5 14.6.20 14.7.1 14.7.12 14.7.18 

新市名選定 14.5.7 14.6.16 14.6.23 14.6.29 14.7.2 14.7.14 14.7.27 14.7.29

小 

委

員

会 調整（報酬） 14.7.20 

総務 14.5.28 14.6.13 14.6.28 14.7.11 14.8.1

福祉 14.5.29 14.6.13 14.7.1 14.7.8 14.7.30

住民環境保健 14.5.28 14.6.6 14.6.20 14.7.5 14.7.13

産業建設 14.5.30 14.6.10 14.6.21 14.7.5

上下水道 14.5.29 14.6.13 14.7.11  

専

門

部

会 

教育 14.5.28 14.6.10 14.6.24 14.7.9

 

（５）新市名公募について 

①新市名称候補募集要項及び選定方法について 

 新市名称候補募集要項及び選定方法については、平成14年5月1日に開催した第1回新市名選定

小委員会で検討され、続く同月14日の第2回合併協議会において報告、確認された。 

 

新市名称候補募集要項及び選定方法について 

区  分 内          容 

公募範囲 公募範囲に制限なし（３町の合併に愛着、関心のあるかた） 

応募方法 

専用応募紙（応募はがき付き）、通常のはがき、封書、ＦＡＸ、Ｅｍａ

ｉｌ、１人何点でも応募可能とする。但し、同一人による同一名称の応

募は１点限り有効とする。 

周知方法 応募チラシ、協議会だより、各町広報誌、協議会ホームページ等 

公募期間 平成１４年５月１５日（水）から６月１４日（金）まで 

記載内容 新市の名称、ふりがな、名称の理由、住所、氏名、年齢，電話番号 

応募期限 平成１４年６月１４日（金）消印有効 

選定方法 小委員会で５候補を選定し、最終的に合併協議会で決定。 
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選定基準 

・常用漢字、ひらがな、カタカナにより表記された読み書きが容易な名称 

・理由が明瞭な名称 
※例えば、３町が地理的にイメージできる名称、３町の歴史文化にちなんだ名称、

住民等の理想や願いにちなんだ名称等 

※同一名称への応募数については選考の際の参考とする。 

懸 賞 

○ 名付け親大賞  １名                 ５万円分商品券 

新市の名称として決定された作品の応募者の中から、抽選により１名決

定。       

○ 名付け親賞  １０名以内              ３千円分商品券 

新市の名称として決定された作品の応募者の中で、名付け親大賞から漏

れた者の中から、抽選により最高１０名を決定。    

○ 特 別 賞    １０名以内            ３千円分商品券 

小委員会で選定した候補の内、新市の名称として決定されなかった名称

に応募した者の中から、抽選により最高１０名を決定。 

その他 
・採用された作品については、一部補作する場合もあります。 

・応募された作品に関する一切の権利は、合併協議会に帰属します。 

 

②新市名公募の結果について 

 新市名公募は、はがき、FAX、Eメール等、総数2,781件、1,012種類の候補の応募があった。公

募結果は、平成14年6月16日の第2回新市名選定小委員会、同月17日の第4回合併協議会におい

て報告された。 

 

○応募者の住所別 

 穂積町 巣南町 北方町 その他 不明 総計 

応募件数 1,449 562 395 295 80 2,781

割合（％） 52.1 20.2 14.2 10.6 2.9 100.0

 

○応募者の年齢別 

 ～10 11～20 21～30 31～40 41～50 51～60 61～70 71～ 不詳 総計 

応募件数 130 289 275 297 352 490 559 297 92 2,781

割合（％） 4.7 10.4 9.9 10.7 12.7 17.6 20.1 10.7 3.3 100.0

 

○応募方法別 

 専用はがき 官製はがき FAX Eメール その他 総計 

応募件数 2,162 222 152 240 5 2,781

割合（％） 77.7 8.0 5.5 8.6 0.2 100.0

 

③新市名候補選定とその後 

 3町での新市名候補選定作業は、第4回合併協議会で公募結果の報告を行った後、新市名選定小

委員会が4回開催され、議論が交わされたが調整がつかず、第7回合併協議会より議論の場を協議

会へ移したが、決定をみることはなかった。3町の協議会は9月20日をもって解散したため、公募

結果の取扱いについて、3町長連名による礼状を応募者全員に送付するとともに、応募者より20名

を抽選し、粗品を進呈した。 
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平成１４年１０月３１日

 

新 市 名 称 応 募 者 各 位 

穂積町長 松 野 幸 信

巣南町長 福 野 寿 英

北方町長 白 木   聡

 

新市名称応募結果の取扱いについて 
 

 秋冷の候、貴殿にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、過日は穂積町・巣南町・北方町が合併した場合の新市名称を公募しましたところ、ご応募

いただき誠にありがとうございました。 

 この間は、３町の合併に向けて、新市名称をはじめ各種事務事業の協議を進めておりましたが、

公共料金等の項目について調整が難航し、平成１４年９月２０日をもって３町合併協議会を解散す

る結果となりました。 

 したがいまして、皆様からいただきました新市名称については、せっかく応募いただいたにもか

かわらず、生かすことができなくなりましたことを深くお詫び申し上げます。    

 皆様からの応募については、今後の貴重なご意見として参考とさせていただきたいと存じます。

 また、「名付け親大賞」等の懸賞は、上記のことから中止させていただきますが、応募いただき

ました２，７８１通の中から抽選により２０名の皆様に粗品を進呈いたしますので、ご理解賜わり

ますようお願い申し上げます。なお、この発表は発送をもって代えさせていただきますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

（６）協議会の廃止 

 3町による合併協議会は、平成14年8月30日の第11回協議会において、町議会の決定を踏まえ

た北方町長からの協議会離脱表明により、以後、協議会の休止と精算手続きの開始が確認された。 

同年9月10日、第12回協議会では、9月20日をもって解散することが承認され、穂積町及び巣南

町では、9月17日、北方町においては、9月20日、各町議会において協議会廃止が議決された。 

なお、協議会の決算については、各町の監査委員により穂積町では11月25日、巣南町では、11月

20日、北方町では、12月10日に監査を受け、各町議会の平成14年12月定例会（穂積町、巣南町

は、12月19日、北方町は、12月20日議決）において決算認定を受けた。 

 

①協議会廃止議案 

議案第二十一号 

   穂積町・巣南町・北方町合併協議会の廃止について 

 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の六の規定により、平成十四年九

月二十日をもって、穂積町・巣南町・北方町合併協議会を廃止する。 

  平成十四年九月十七日提出 

                    穂積町長   松   野   幸   信 

                 

   提案理由 

 平成十四年五月一日に設置した穂積町・巣南町・北方町合併協議会は、協議を断念することに

なり、平成十四年九月二十日をもって、合併協議会を廃止するため、議会の議決を求めるもの。

（原文縦書） 

②協議会の廃止に関する協議書 
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穂積町・巣南町・北方町合併協議会の廃止に関する協議書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により、穂積町・巣南町・北方

町合併協議会の廃止について、次のとおり定める。 

 

 穂積町・巣南町・北方町合併協議会については、平成１４年９月２０日をもって廃止する。 

 

 この協議の証として、本書３通を作成し、それぞれ署名押印の上、各１通を所有するものとす

る。 
 

平成１４年９月２０日 
 
             穂積町長       （署 名 省 略） 

 

             巣南町長       （署 名 省 略） 

 

             北方町長       （署 名 省 略） 

 

 

③協議会決算概要（H14．5．1～H14．9．20） 

歳入  （単位：千円）

  款    項   摘    要  

１ 負担金  63,138  

 １ 負担金 63,138町負担金  

歳入合計  63,138  

   

歳出  （単位：千円）

  款    項   摘    要  

１ 運営費  8,564  

 １ 会議費 3,389  

  １ 報酬 2,424協議会委員報酬等   

  ９ 旅費 397協議会委員旅費等  

  11 需用費 163消耗品費等  

  12 役務費 405傷害保険料  

 ２ 事務費 5,175  

  ７ 賃金 385臨時職員賃金  

  11 需用費 843消耗品費、印刷製本費等 

  12 役務費 281郵便料、電話料  

  13 委託料 34財務会計システム保守委託料 

  14 使用料及び賃借料 208機械器具借上料  

  18 備品購入費 91庁用備品購入費  

  19 負担金補助及び交付金 3,333県職員派遣負担金  

２ 事業費   9,730  
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 １ 推進費 9,730  

  ８ 報償費 65報償費  

  11 需用費 1,645合併協議会だより印刷費 

  12 役務費 16ホームページ管理手数料等 

  13 委託料 8,004新市建設計画策定業務委託料 4,806

  例規調査業務委託料  1,103

  電算システム調査委託料 1,871

  ホームページ作成委託料 205

歳出合計  18,294  
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４．穂積町・巣南町合併協議会 

 3 町での協議不調を受け、穂積町と巣南町は、改めて合併協議を2町で行う方針について、再度

住民説明会、意見交換会（穂積町は9月11日、巣南町は9月10～12日）を開催し、これまでの合

併協議の進展と今後の方針について報告と意見聴取を行った。9月13日には、両町議会による合同

会議を穂積町総合センターにて開き、両町での合併方針について確認を行った。9月17日、両町議

会において「穂積町・巣南町合併協議会の設置について」を可決し、翌18日には、「合併協議会規

約制定に係る協議書」及び「合併協議会規約に関する協議書」を両町長間で調印した。2 町の合併

協議会は、平成14年9月25日に発会式及び第1回合併協議会をスタートした。第1回協議会にお

いては、合併の方式を新設合併、新市の事務所の位置を現在の穂積町役場の位置とし、合併の予定

年月日を平成15年5月1日とする等の合併の基本項目が決定された。2町の合併協議会は、3町の

合併協議会の組織体制を踏襲していたため、協議会委員及び専門部会委員等、引き続いて役職をお

願いすることになったが、合併協議については再度一から協議をする必要があるため、合併協議会

の開催に合わせて、専門部会も随時開催し、各事業について改めて協議・調整を行った。小委員会

については、新市建設計画策定小委員会と調整委員会を組織し、建設計画策定小委員会では、新市

建設計画案を策定し、調整小委員会では、特別職の報酬について検討し、それぞれ合併協議会へ報

告した。 

 各専門部会や小委員会の調整方針を受けて、合併協議会も10月31日までに6回開催し、議会議

員の定数及び任期、自治会の取扱い、農業委員会の委員の定数及び任期、上下水道料金の取扱い等

各事業の調整・承認や新市建設計画の策定について協議を進めた。新市の名称については、公募等

によらず、合併協議会において話し合いの中で候補選定を行っていくこととなり、第5回協議会に

おいて3候補まで協議により絞込みが行われ、10月31日の第6回協議会にて、委員全員による投

票により「瑞穂市」に決定した。 

 合併協議事項は、第6回協議会までに全て終了し、新市建設計画は、10月31日、県と正式協議

を行い、11月8日には、総務省への廃置分合に伴う市制施行に係る内協議を県へ申請した。12月6

日、県より内協議についての総務省の回答を受け、同月10日、穂積町・巣南町合併協定調印式を開

き、県議会議員、地域振興局長、合併協議会委員の立会のもと、両町長が合併協定書に調印した。

そして、同月19 日には、両町の議会において、合併関連議案を可決し、25 日、廃置分合の申請書

を県へ提出した。 

 その後、県及び国の手続きが進む間も、合併協議会は、月に1回のペースで開催され、合併に係

る諸手続きの報告が行なわれると伴に、新市に向けての交流が図られ、4月25日には、第11回の

合併協議会を各専門部会の役員と合同開催し総括報告を行ない、約7ヶ月におよぶ合併協議を終了

した。穂積町・巣南町合併協議会は4月30日をもって解散した。 
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（１）設置 

①協議会設置議案 

議案第六十号 

 

穂積町・巣南町合併協議会の設置について 

 

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の二第一項及び市町村の合併の特

例に関する法律（昭和四十年法律第六号）第三条第一項の規定に基づき、巣南町と穂積町の合併

による新市の建設に関する基本的な計画の作成その他合併に関する協議を行うため、別紙のとお

り規約を定め、穂積町・巣南町合併協議会を設置する。 

 

平成十四年九月十七日提出 

 

巣 南 町 長    福  野  寿  英 

 

  提 案 理 由 

 新しいまちづくりを推進する方法として、本町と歴史や文化、風俗その他日常生活上の結びつ

きが深い穂積町との合併、新自治体建設を協議するため、穂積町・巣南町合併協議会を設置する。

※原文縦書き。別紙については（３）穂積町・巣南町合併協議会規約参照。 

 

②協議会規約に関する協議書等 

穂積町・巣南町合併協議会規約制定に係る協議書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項の規定により穂積町・巣南町合併

協議会規約を制定することに関する協議が成立したので、この協議の証として本書２通を作成し、

それぞれ署名押印の上、各１通を所有するものとする。 
 

平成１４年９月１８日 
 
             穂積町長      （署 名 省 略） 

 

 

 

             巣南町長      （署 名 省 略） 
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穂積町・巣南町合併協議会規約に関する協議書 
 穂積町長と巣南町長（以下「両町の長」という。）は、穂積町・巣南町合併協議会規約（以下「規

約」という。）第６条第１項、第７条第１項第３号及び第１４条第２項の規定に基づく両町の長が

協議して定める事項について、次のとおり協議したので協議書を取り交わす。 

 

記 

 

１ 規約第６条第１項に規定する会長及び副会長の選任について 

  会長に穂積町長 松野幸信、副会長に巣南町長 福野寿英を選任する。 

 

２ 規約第７条第１項第３号の規定に基づく学識経験を有する者について 

  学識経験を有する者については、各町３名の者及び岐阜県職員１名を充てる。 

 

３ 規約第１４条第２項の規定に基づく協議会の事務に従事する職員について 

  協議会に従事する職員については、岐阜県職員１名と穂積町の兼務職員１名及び各町の職員３

名の者をもって充てる。 

 

４ 協議内容等の変更について 

  協議内容等に変更が生じた場合は、別に協議書を取り交わすものとする。 

 

  この協議の証として、本書２通を作成し、それぞれ署名押印して、各１通を所有するものとする。

 

   平成１４年９月１８日 
 

             穂積町長      （署 名 省 略） 

 

 

 

             巣南町長      （署 名 省 略） 
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（２）委員名簿 

平成１４年９月２５日現在 

役 職 名 氏 名 町 名 選 出 区 分 備 考 

会 長 松野 幸信 穂積町 穂積町町長  

副会長 福野 寿英 巣南町 巣南町町長  

委 員 山田 隆義 穂積町 穂積町議会議員  

 松野 武則  穂積町議会議員  

 澤井 幸一  穂積町議会議員  

 馬渕 金雄 巣南町 巣南町議会議員  

 児玉 春一  巣南町議会議員  

 小寺  徹  巣南町議会議員  

 森  春男 穂積町 学識経験者  

 山田 義親  学識経験者  

 田口 博子  学識経験者  

 岡部  清 巣南町 学識経験者  

 迫田 義一  学識経験者  

 星岡 葉子  学識経験者  

 平光 節夫 岐阜県職員 学識経験者  

 

（３）穂積町・巣南町合併協議会規約 

 （協議会の設置） 

第１条 穂積町及び巣南町（以下「両町」という。）は、合併の基本的な問題等について協議するた 

 め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び市町村の合併の特例に関 

 する法律（昭和４０年法律第６号。以下「法」という。）第３条第１項の規定に基づき、合併協議 

 会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （協議会の名称） 

第２条 協議会は、穂積町・巣南町合併協議会と称する。 

 （協議会の事務） 

第３条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 

（１）合併に関する協議 

（２）法第５条の規定に基づく両町の合併に伴う新市建設計画の作成 

（３）前２号に掲げるもののほか、両町の合併に関し必要な事項 

 （事務所の位置） 

第４条 協議会の事務所は、岐阜県本巣郡巣南町宮田３００番地の２巣南町役場内に置く。 

 （組織） 

第５条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

 （会長及び副会長） 

第６条 会長及び副会長は、両町の長が協議し、次条第１項の規定に基づき委員となるべき者の中 
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 から、これを選任する。 

２ 会長及び副会長は、非常勤とする。 

 （委員） 

第７条 委員は、次の者をもって充てる。ただし、前条第１項の規定により会長及び副会長に選任 

 された者を除く。 

（１）両町の長 

（２）両町の議会が選出する議員各３名 

（３）両町の長が協議して定めた学識経験を有する者７名以内 

２ 委員は、非常勤とする。 

 （会長及び副会長の職務） 

第８条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す 

 る。 

 （会議） 

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 委員の３分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければな 

 らない。 

３ 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに、会長があらかじめ副会長及び委員 

 に通知しなければならない。 

 （会議の運営） 

第１０条 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 

 （関係職員等の出席） 

第１１条 会長は、必要に応じて両町の関係職員等を会議に出席させ、説明を求めることができる。 

 （小委員会） 

第１２条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができ 

 る。 

２ 小委員会の組織、運営その他の必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 

 （専門部会） 

第１３条 協議会に提案する事項について協議又は調整するため、協議会に専門部会を設置するこ 

 とができる。 

２ 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （事務局） 

第１４条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 協議会の事務に従事する職員は、両町の長が協議して定めた者をもって充てる。 

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （経費の負担等） 

第１５条 協議会の運営に必要な経費は、両町の負担金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 協議会に要する経費は、両町が均等に負担するものとする。 

 （監査） 

第１６条 協議会の出納の監査は、両町の監査委員各１名に委嘱して行う。 

２ 前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 
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 （財務に関する事項） 

第１７条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （報酬及び費用弁償） 

第１８条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費 

 用弁償を受けることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、第７条第１項第１号に掲げる者については、報酬を支払わない。 

３ 第１項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が別に定める。 

 （協議会解散の場合の措置） 

第１９条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長で 

 あった者がこれを決算する。 

 （補則） 

第２０条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

 この規約は、平成１４年９月２５日から施行する。 
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（４）穂積町・巣南町合併協議会専門部会規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、穂積町・巣南町合併協議会規約（以下「規約」という。）第１３条第２項の規

定に基づき、穂積町・巣南町合併協議会専門部会（以下「専門部会」という。）の事務について

必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事項） 

第２条 専門部会は、穂積町・巣南町合併協議会（以下「協議会」という。）の会長の依頼を受け、

規約第３条各号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整を行うものとする。 

 （組織） 

第３条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

 （役員） 

第４条 専門部会に次の役員を置く。 

（１） 部会長 １名 

（２） 副部会長 １名 

２ 役員は、協議会の会長及び副会長が協議して定める。 

  (役員の職務) 

第５条 部会長は、専門部会を代表し、会を総理する。 

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるとき又は部会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

  (会議) 

第６条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は部会長が招集するものとする。 

２ 部会長は、会議の議長となる。 

３ 部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。 

４ 専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することができる。 

 （報告） 

第７条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、直近の協議会の会議に報告するものと

する。 

 （庶務） 

第８条 専門部会の会議の庶務については、それぞれの部会長の属する町の担当部門が行う。ただ

し、各部会の連絡調整については、協議会事務局が行う。 

 （報酬及び費用弁償） 

第９条 専門部会の委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。 

２ 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については協議会会長が別に定める。 

 （委任） 

第１０条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

  附 則 

 この規程は、平成１４年９月２５日から施行する。 
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別表 

部会名 穂積町  巣南町  

 部会長及び 

副部会長 

氏名 部会長及び

副部会長 

氏名 

総務部会 部会長 山田 隆義 副部会長 小寺  徹 

  清水 昌雄  伊藤 幹男 

  棚橋 勝己  馬場 國松 

  錦見 義之  横山 理子 

福祉部会 副部会長 山田 義親 部会長 迫田 義一 

  東海 龍毅  大平  亨 

   広瀬 隆雄  白木 正行 

  高井  紀  岡部美智子 

住民・環境・保健部会 副部会長 澤井 幸一 部会長 馬渕 金雄 

  樋口 満彦  名和  誠 

  土屋 正一  林  嘉道 

  渡辺 晴子  高田美恵子 

産業建設部会 部会長 松野 武則 副部会長 岡部  清 

  梅田 吾朗  丹羽  進 

  武藤  昇  井上 武夫 

  池畑  彰  馬渕 文男 

上下水道部会 副部会長 森  春男 部会長 児玉 春一 

  河合 達美  仙石 義市 

  棚瀬 幸三  棚橋 久男 

  松野  力  日高 孝子 

教育部会 部会長 田口 博子 副部会長 星岡 葉子 

  篠田  徹  服部 英司 

  蓮見 茂夫  川瀬  清 

  山田 敦子  市橋 紳一 
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（５）穂積町・巣南町合併協議会事務局規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、穂積町・巣南町合併協議会規約（以下「規約」という。）第１４条第３項の規 

 定に基づき、穂積町・巣南町合併協議会（以下「協議会」という。）の事務局に関し、必要な事項 

 を定めるものとする。 

 （所掌事項） 

第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）協議会の会議に関すること。 

（２）協議会の協議資料の作成に関すること。 

（３）協議会の庶務に関すること。 

（４）その他協議会の運営に関し必要な事項 

 （職員等） 

第３条 事務局に事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。 

２ 分掌事務は、別表第１のとおりとする。 

 （職員の職務） 

第４条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を総括する。 

２ 事務局次長は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。 

（１）事務局内の連絡及び調整 

（２）事務局長の職務の補佐 

（３）事務局長に事故あるとき又は欠けたときの職務の代理 

３ その他の職員は、事務局長の命を受け、事務局の事務に従事する。 

 （決裁） 

第５条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。 

（１）協議会の運営に関する基本方針の決定 

（２）協議会の提案する議案の決定 

（３）協議会の予算及び決算 

（４）規程及び要領等の制定改廃 

（５）その他特に重要と判断される事項 

 （専決事項） 

第６条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。 

（１）調定及び支出命令並びに１件につき２０万円以下の支出負担行為に関すること。 

（２）職員の休暇、時間外勤務命令及び休日勤務命令並びに出張命令に関すること。 

（３）その他軽微な事項に関すること。 

 （代決） 

第７条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。 

２ 会長及び副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。 

３ 会長、副会長及び事務局長がともに不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。 

 （文書の取扱い） 

第８条 事案を処理する場合の起案は、起案用紙（別記様式）を用いて行う。 

２ 前項に定めるもののほか、事務局における文書の収受、発送、処理、保存その他文書の取扱いに 

 関し必要な事項は、規約第４条に規定する事務所（以下「事務所」という。）の属する町の公文書 

 の取扱いの例によるものとする。 

 （公印の取扱い） 

第９条 協議会の公印の名称、刻印文字の内容、寸法、書体、用途及び個数は、別表第２のとおりと 
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 する。 

２ 協議会の公印の管理等は、事務局長が行う。 

 （職員の服務） 

第１０条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、事務所の属する町の職員の例によ 

 る。 

 （給与等） 

第１１条 職員の給与、共済費等については、それぞれの職員の属する町の負担とする。 

２ 職員の旅費については、事務所の属する町の職員の例により協議会が支給する。 

 （委任） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

  附 則 

 この規程は、平成１４年９月２５日から施行する。 
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別表第１（第3条関係） 

班名  分掌事務 

総務班   １庶務及び会計に関すること 

 ２合併の諸手続に関すること 

 ３協議会等の会議に関すること 

 ４人事に関すること 

 ５報酬等支給に関すること 

 ６文書の収発、管理に関すること 

 ７合併の方式に関すること 

 ８合併の期日に関すること 

 ９新市の名称に関すること 

１０新市の事務所の位置に関すること 

１１財産の取扱いに関すること 

１２議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること 

１３地方税の取扱いに関すること 

１４一般職の身分の取扱いに関すること 

１５特別職の身分の取扱いに関すること 

１６条例、規則等の取扱いに関すること 

１７事務組織及び機構の取扱いに関すること 

１８広域連合及び一部事務組合の取扱いに関すること 

１９使用料、手数料等の取扱いに関すること 

２０町名・字名の取扱いに関すること 

２１慣行の取扱いに関すること 

２２その他総務関係に関すること 

２３その他他の班に属さないこと 

企画調整班 企画係  １新市建設計画に関すること 

 ２財政計画に関すること 

 ３予算編成に関すること 

 ４電算システムの統合に関すること 

 ５広域連合及び一部事務組合の取扱いに関すること 

 調整班第一班  １農業委員会の委員の定数及び任期に関すること 

 ２条例、規則等の取扱いに関すること 

 ３使用料、手数料等に関すること 

 ４補助金、交付金等の取扱いに関すること 

 ５その他産業建設及び上下水道に関すること 

 調整班第二班  １条例、規則等の取扱いに関すること 

 ２使用料、手数料等に関すること 

 ３補助金、交付金等の取扱いに関すること 

 ４国民健康保険事業に関すること 

 ５介護保険事業の取扱に関すること 

 ６その他民生福祉事業の取扱いに関すること 

 調整班第三班  １条例、規則等の取扱いに関すること 

 ２使用料、手数料等に関すること 

 ３補助金、交付金等の取扱いに関すること 

 ４地方税の取扱いに関すること 

 ５常備消防及び消防団の取扱いに関すること 
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 ６学校区に関すること 

 ７給食センターの運営等に関すること 

 ８その他文教事業に関すること 

記録班   １合併の広報に関すること 

 ２合併に係る資料の編纂に関すること 

 

別表第2（第9条関係） 

１．名称 穂積町・巣南町合併

協議会長の印 

穂積町・巣南町合併

協議会長職務代理

者の印 

穂積町・巣南町合併

協議会事務局長の

印 

穂積町・巣南町合併

協議会出納員の印 

２．刻印文字 

  の内容 

穂積町・巣南町合併

協議会長印 

穂積町・巣南町合併

協議会長職務代理

者印   

穂積町・巣南町合併

協議会事務局長之

印 

穂積町・巣南町合併

協議会出納員之印 

３．寸法 ２.１cm×２.１cm ２.１cm×２.１cm ２.１cm×２.１cm ２.１cm×２.１cm

４．書体 古印体 古印体 古印体 古印体 

５．用途 会長名をもって発

する文書用 

会長職務代理者名

をもって発する文

書用 

事務局長名をもっ

て発する文書用 

出納員名をもって

発する文書用 

６．個数 1 1 1 1 

 

別記様式（第８条関係） 

  決裁区分  

 会長  事務局長 

 保存期間 

 永（  ）・10・５・３・１ 常 

 文書分類番号 

（   ） ・ ・

 非公開の部分 

 

 

  公開・ 

 

 非公開 

 

 の区分 

 

 １全部公開 

 

 ２部分公開 

 

 ３非公開 

 

 解除年月 

 

   非公開の理由：該当条項 

  □ 個人情報          □ 協議会運営情報   

  □ 法人等情報       □ 社会的障害情報 

  □ 国等協力関係情報  □ 法令・指示秘情報 

  □ 意思形成過程情報  □ 協力関係情報 

  □ 合議制機関等情報  

 

   起   案  平成  年  月  日 決  裁 平成     年     月     日 
 

 

 発送番号        号  発送月日  平成  年  月  日 
             

 浄書印 
 
 校合印 

 
 
 文書管理主任 
 

 
公印要・不要 

 起 
 案 
 者 
 

 職 
 氏 
 名 

 
   
 

 

  会   長 副会長 事務局長 事務局次長 事 務 局 員 

     

  
 件   名 
 

 
 

 
 

                                                               穂積町・巣南町合併協議会 
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（６）穂積町・巣南町合併協議会財務規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、穂積町・巣南町合併協議会規約（以下「規約」という。）第１７条の規定によ 

 り、穂積町・巣南町合併協議会（以下「協議会」という。）の予算等に関し、必要な事項を定める 

 ものとする。 

 （歳入歳出予算） 

第２条 協議会の予算は、規約第１５条第１項の規定に基づく穂積町及び巣南町（以下「両町」と 

 いう。）の負担金及びその他収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費を歳出とす 

 る。 

２ 協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度前に予算を調製し、協議会の承認を得な 

 ければならない。 

３ 会長は、前項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、当該予算の写しを速やかに両町 

 の長に送付しなければならない。 

４ 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。 

 （予算の補正） 

第３条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、協議会の承 

 認を得なければならない。 

２ 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第３項の規定を準用する。 

 （予算の内容） 

第４条 歳入予算の款及び項の区分は、別表第1のとおりとする。 

２ 歳出予算の款及び項の区分は、別表第２のとおりとする。 

３ 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第２に定める以外の項 

 を定めることができる。 

 （予算の流用及び充用） 

第５条 会長は、歳出予算の流用をしたとき、又は予備費の充用をしたときは、直近の協議会の会 

 議に報告しなければならない。 

 （出納及び現金の保管） 

第６条 協議会の出納は会長が行う。 

２ 協議会に属する現金は、会長が協議会の承認を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預 

 け入れるものとする。 

 (協議会出納員) 

第７条 会長は、規約第４条に規定する事務所（以下「事務所」という。）の属する町の職員のうち 

 から協議会出納員を命ずることができる。 

２ 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事項をつかさどる。 

 （収入及び支出の手続） 

第８条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、合議に関する手続を除き、事務所の属する町 

 の例による。この場合において、事務所の属する町の規則又は規程その他の例規（以下「規則等」 

 という。）を準用するときは、規則等中「町長」とある のは「会長」と、「課等の長」とあるのは 

 「事務局長」と、「収入役」とあるのは「協 議会出納員」と読み替えるものとする。 

２ 協議会出納員は、次の各号に掲げる簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 

 ただし、コンピュータ処理をする場合の取扱いについては、この限りでない。 

（１）予算差引簿 

（２）その他の必要な簿冊 

 （決算） 
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第９条 会長は、毎会計年度終了後３か月以内に協議会の決算を調製し、協議会の監査委員の監査 

 に付した後、協議会の承認を得なければならない。 

２ 会長は、前項の規定により、決算が協議会の承認を得たときは、当該決算の写しを両町の長に 

 送付しなければならない。 

 （委任） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、協議会の財産及び契約その他の財務に関し必要な事項は、 

 事務所の属する町の例により、会長が別に定める。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成１４年９月２５日から施行する。 

２ 協議会が設けられた年度の予算に関しては第２条第２項中「毎会計年度」とあるのは「第１回 

 協議会」と読み替えるものとする。 

３ 会長は、この規程の施行日以降第１回協議会の開催日までの間における収入すべき歳入の調定 

 及び執行すべき事務に係る費用の支出については、この規程による手続きにより、これを行うこ 

 とができる。 

４ 会長は、前項の規定により、収入又は支出した場合には、その内容を明らかにして第１回協議 

 会に報告しなければならない。 

 

別表第1（第４条関係）           

  歳入予算の款及び項の区分         

款 項 

１ 負担金 １ 負担金 

２ 県支出金 １ 県補助金 

３ 諸収入 １ 諸収入 

 

別表第２（第４条関係） 

歳出予算の款及び項の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

款 項 

１ 運営費 １ 会議費 

 ２ 事務費 

２ 事業費 １ 推進費 

３ 予備費 １ 予備費 
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（７）穂積町・巣南町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、穂積町・巣南町合併協議会規約（以下「規約」という。）第１８条第３項、穂 

 積町・巣南町合併協議会専門部会規程第９条第２項及び穂積町・巣南町合併協議会小委員会規程第 

 １０条第２項の規定に基づく会長、副会長、監査委員及びその他の各委員（以下「協議会委員等」 

 という。）の報酬及び費用弁償の額、支給方法等について、必要な事項を定めるものとする。 

 （報酬の額） 

第２条 協議会委員等が会議等に出席したときの報酬の額は、１日につき４，０００円とする。ただ 

 し、現金出納の検査の場合においては、この限りでない。 

２ 規約第７条第１項第１号に規定する両町の長（以下「両町の長」という。）には、前項の報酬を 

 支給しない。 

 （費用弁償の額） 

第３条 協議会委員等が会議等に出席したときの費用弁償の額は、１回につき1，０００円とする。 

 ただし、会議等の開催町より選出された協議会委員等には支給しない。 

２ 両町の長には、前項の費用弁償を支給しない。 

３ 協議会委員等が協議会の職務を行うため、穂積町及び巣南町以外の区域に出張したときの費用弁 

 償は、規約第４条に規定する事務所の属する町の議会議員の例により支給する。 

４ 協議会委員等が協議会の経費以外の経費から旅費の支給を受ける旅行にあっては、正規の費用弁 

 償額のうち協議会の経費以外の経費から支給される費用弁償額に相当する額は、これを支給しない。 

 （委任） 

第４条 この規程に定めるもののほか、協議会委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長 

 が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成１４年９月２５日から施行する。 
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（８）穂積町・巣南町合併協議会会議運営規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、穂積町・巣南町合併協議会規約第１０条第３項の規定に基づき、穂積町・巣南 

 町合併協議会の会議（以下「会議」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 会議は原則公開とする。ただし、出席委員の２分の１以上の賛同があるときは、公開しない 

 ことができる。 

２ 会議の運営に際しては、公平、公正な協議に努める。 

（会長等の責務） 

第３条 会議の議長（以下「議長」という。）は、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を 

 運営することに努めなければならない。 

２ 委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。 

（会議の開閉等） 

第４条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。 

２ 委員が発言するときは、議長の許可を得なければならない。 

（会議の進行） 

第５条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、 

 大方の賛同をもって議事を進めるものとする。 

（傍聴） 

第６条 会議は、傍聴することができる。 

２ 会議の傍聴方法については、議長が別に定める。 

（会議録） 

第７条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製する。 

（１）開催の日時及び場所 

（２）出席及び欠席委員等の氏名 

（３）議題及び議事の要旨 

（４）その他議長が必要と認めた事項 

（会議録等の公開） 

第８条 会議録及び会議に提出された文書は原則公開とし、閲覧に供することにより行う。 

２ 前項の規定による閲覧の方法については、議長が別に定める。 

（規律） 

第９条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。 

２ 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。 

（関係者の出席） 

第１０条 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くこ 

 とができる。 

（委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成１４年９月２５日から施行する。 
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（９）穂積町・巣南町合併協議会小委員会規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、穂積町・巣南町合併協議会規約第１２条第２項の規定に基づき、 

 穂積町・巣南町合併協議会（以下「協議会」という。）の小委員会に関し必要な事 

 項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 小委員会は、協議会から付託された事項について調査、審議等をするものと 

 する。 

（委員） 

第３条 小委員会の委員は、必要に応じて協議会の会長（以下「会長」という。）が 

 指名する。但し、小委員会の委員は、協議会の委員以外の者を指名することができ 

 る。 

（組織） 

第４条 小委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長及び副委員長は、前条による委員の互選による。 

（会議） 

第５条 小委員会の会議は、委員長が招集する。 

（会議の運営） 

第６条 会議は、第３条に定められた委員の３分の２以上の出席がなければ開くこと 

 ができない。 

２ 委員長は、小委員会を主宰し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは 

 その職務を代理する。 

（関係者等の出席） 

第７条 委員長は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。 

（報告） 

第８条 委員長は、小委員会における調査、審議等の経過及び結果を、随時協議会の 

 会議に報告するものとする。 

（庶務） 

第９条 小委員会の庶務は、協議会事務局において行う。 

（報酬及び費用弁償） 

第１０条 小委員会の委員長、副委員長及び委員は、報酬及びその職務を行うために 

 要する費用弁償を受けることができる。 

２ 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が別に定 

 める。 

（委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、会長が別に 

 定める。 

附 則 

この規程は、平成１４年９月２５日から施行する。 
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（１０）穂積町・巣南町合併協議会会議傍聴規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、穂積町・巣南町合併協議会会議運営規程（以下「運営規程」という。）第６条 

 第２項の規定に基づき、穂積町・巣南町合併協議会（以下「協議会」という。）の会議（以下「会 

 議」という。）の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（傍聴人） 

第２条 会議の傍聴人は、報道を業とする者（以下「報道関係者」という。）及びその他の傍聴人（以 

 下「一般傍聴人」という。）とする。 

（傍聴の手続） 

第３条 報道関係者は、協議会の事務局において、報道関係者受付簿（様式第１号）に報道機関の住 

 所、名称及び傍聴しようとする者の氏名等を記入しなければならない。 

２ 一般傍聴人は、協議会の事務局において、一般傍聴人受付簿（様式第２号）に住所及び氏名を記 

 入しなければならない。 

（傍聴することができない者） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 

（１）銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者 

（２）プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 

（３）はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 

（４）ラジオ、拡声器、無線機、テープレコーダー、カメラ、ビデオカメラの類を携帯している者。 

  ただし、撮影又は録音することにつき協議会の会長（以下「議長」という。）の許可を得た者を

除く。 

（５）笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 

（６）児童及び乳幼児。ただし、議長の許可を得た者を除く。 

（７）酒気を帯びていると認められる者 

（８）異様な服装をしている者 

（９）その他会議を妨害するおそれがあると認められる者 

（傍聴人の守るべき事項） 

第５条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。 

（１）会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

（２）私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。 

（３）はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ 

  幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。 

（４）飲食又は喫煙をしないこと。 

（５）みだりに席を離れないこと。 

（６）不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。 

（７）携帯電話等の電源を切っておくこと。 

（８）その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。 

（指示事項の遵守） 

第６条 傍聴人は、すべて議長の指示に従わなければならない。 

（傍聴人の退場） 

第７条 傍聴人は、運営規程第２条第１項ただし書の規定により、会議を公開しない決定があったと 

 きは、速やかに退場しなければならない。 

（違反に対する措置） 

第８条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、こ 
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 れを退場させることができる。 

（委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成１４年９月２５日から施行する。 

 

様式第１号（第３条関係） 

平成  年  月  日 

平成  年 第 回 穂積町・巣南町合併協議会報道関係者受付簿 

 

番 号     報 道 機 関    傍聴しようとする者 備  考 

 住  所 氏  名 住  所 氏  名  

  

  

 

様式第２号（第３条関係） 

平成  年  月  日 

平成  年 第 回 穂積町・巣南町合併協議会一般傍聴人受付簿 

 

番 号 住  所 氏  名 備  考 
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（１１）穂積町・巣南町合併協議会会議録閲覧規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、穂積町・巣南町合併協議会会議運営規程第８条第２項の規定に基づき、穂積町・ 

 巣南町合併協議会（以下「協議会」という。）の会議の会議録及び会議に提出された文書（以下「会 

 議録等」という。）の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （閲覧の請求） 

第２条 何人も、会議録等の閲覧を請求することができる。 

 （閲覧に供する会議録等） 

第３条 閲覧に供する会議録等は、当該文書の写しとする。ただし、会議に提出された文書について 

 は、この限りでない。 

２ 個人に関する事項、会議の公正な運営に著しい支障を及ぼすおそれがある事項その他閲覧に供す 

 ることが適当でないと認められる事項を記載した会議録等の全部又は一部については、閲覧に供し 

 ないことができる。 

 （閲覧の申出） 

第４条 閲覧の請求は、会議録等閲覧申出書（別記様式）に必要事項を記載して提出することにより 

 行う。 

 （閲覧の場所及び時間） 

第５条 閲覧に供する場所は、協議会の事務局及び穂積町役場の所定の場所とし、その時間は当該事 

 務局及び穂積町の執務時間内とする。 

 （写しの交付） 

第６条 会議録等の閲覧をしようとする者（以下「閲覧者」という。）が、その写しの交付を希望す 

 る場合における写しの作成に要する費用は、閲覧者の負担とする。 

 （委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、会議録等の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。 

  附 則 

 この規程は、平成１４年９月２５日から施行する。 
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別記様式（第４条関係） 

 

 

会 議 録 閲 覧 申 出 書 

 

年  月  日

 

穂積町・巣南町合併協議会 

会 長 氏     名 様 

 

                申出者 

                 住  所 

                 氏  名 

                 電話番号 

 

 

 穂積町・巣南町合併協議会会議録閲覧規程第４条の規定により、会議録等を閲覧したいので、下

記のとおり申し出ます。 

 なお、閲覧に際しては、閲覧規程に規定された事項を遵守します。 
記 

 

  １ 閲覧希望日時   年  月  日 

             時  分 ～   時  分 

 

  ２ 閲覧希望文書 （１）第  回合併協議会の会議録 

           （２）第  回合併協議会に提出された文書 

 

  ３ 写しの交付  希望する・希望しない 
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（１２）穂積町・巣南町合併協議会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【専門部会】(8名×6部会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【分科会】 

 

 

 

 

合併協議会（委員15名） 

 

会長  松野穂積町長 

副会長 福野巣南町長 

委員  町議会議員 

   （各3名） 

    学識経験者 

   （各3名） 

    県職員1名 

小委員会 

 

①新市建設計画策定小委員会 

 (6名) 

…委員から各2名・両町助役 

②調整委員会(報酬) 

 (6名) 

…委員から各2名+両町職員 

事務局 

 

事務局長(県職員) 

事務局次長（兼務） 

事務局員（各3名） 

臨時職員（1名） 

住民環境保健 

 部会 

法定協委員 

 部会長 

 副部会長 

 

住民代表 

 (各3名) 

福 祉 部 会

 

法定協委員 

 部会長 

 副部会長 

 

住民代表 

 (各3名) 

産業建設部会

 

法定協委員 

 部会長 

 副部会長 

 

住民代表 

 (各3名) 

上下水道部会 

 

法定協委員 

 部会長 

 副部会長 

 

住民代表 

 (各3名) 

教 育 部 会

 

法定協委員 

 部会長 

 副部会長 

 

住民代表 

 (各3名) 

総 務 部 会 

 

法定協委員 

 部会長 

 副部会長 

 

住民代表 

 (各3名) 

 

議会、行政一般等分野別の担当部課職員で構成 
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（１３）合併へのスケジュール（案） 

 

穂積町・巣南町合併協議スケジュール表（案）…平成14年9月時点で事務局で作成した案 

 

H14/9/下 穂積町・巣南町合併協議会設置（第１回合併協議会） 

   合併協議会（法定） － 小委員会    ※協議会は原則週１回開催 

  

  

 

      ｜                    ｜ 

    専門部会       －        事 務 局  

    分科会   

                                                 【新市建設計画】 

H14/10上～ 

 

 新市名称の選定 

 新市建設計画協議 

 各種事務事業の調整等 

             県事前協議  

                                           約１ヶ月 

              県正式協議  

 

H14/10下 新市名称の決定、新市建設計画の策定等各種協議・調整終了  

 

 市制施行内協議申請  → 総務省内協議 

                                      ↓  約１ヶ月 

H14/11下 総務省回答   

 

H14/12上     合併協定調印式（２町首長の調印）                             

 

 穂積町議決  巣南町議決  

          ※廃置分合、財産処分、議員定数・在任期間、農業委員の任期等 

 

   合 併 申 請 書   

  

      

 

合併期日、合併方式、新市の名称、新市の事務所の位置、合併を必要とし

た理由、合併に至る経緯の概要、議会議決書・議事録、財産処分協議書、

議員定数及び在任に関する協議書、農業委員任期に関する協議書、合併協

定書･建設計画等 

     

             ↓                                                                  

 県へ申請       → 総務省協議                                                                                   

                             ↓                                            

H15/2上 総務省回答

                            ↓ 

H15/2下 ３月県議会開会→議決    

                             ↓  

   県：合併（廃置分合）の決定      

                             ↓ 

H15/3下 総務省へ届出  

《H15.4.1   ２町 平成１５年度スタート》              約１ヶ月  

                                                                   ↓ 

H15/4中  総務省告示   ＝ 効力発生 

  

約
２
ヶ
月
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H15/4下 穂積町閉町式  巣南町閉町式  

 

H15/5   新市誕生（市長職務執行者：２町長の互選による）               

 開庁式・開所式、各種告示 

 臨時議会（議長・委員会構成等、条例・暫定予算専決承認、一部事務組

合、指定金融機関等） 

 教育委員会（市長職務執行者による選任 教育委員長、教育長の互選） 

 選挙管理委員会（互選による選任） 

 固定資産評価審査委員会（市長職務執行者による選任） 

 福祉事務所設置に伴う引継 

 

H15/6上   市 長 選 挙                        

 

   臨 時 議 会                                               

 助役・収入役・監査委員等選任同意、補正予算、条例改正 

 教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会委員選出 

 

H15/6中   定 例 議 会         

 本予算 

 

（１４）協議会・専門部会及び小委員会の開催状況 

①合併協議会開催状況 

 穂積町・巣南町合併協議会は、構成員及び組織体制の面では、3町の合併協議会を踏襲していた

が、合併協議は、改めて行う必要があり、77項目の協議事項を再度協議した。新市の名称について

は、候補の選定から決定まで、全て合併協議会の中で協議を行い、公募や小委員会への付託は行わ

なかった。 

 

開催日時 会議概要 

第1回 平成14年9月25日 規約、規程の報告に続き、合併方式（新設合併）や合併期日（平

成15年5月1日）等基本5項目について協議・確認した。 

第2回 平成14年10月1日 農業委員会委員の定数及び任期、農業関係事業等について協議

・確認した。 

第3回 平成14年10月9日 自治会、国民健康保険事業、上下水道事業等について協議・確

認した。 

第4回 平成14年10月16日 議会議員の定数及び任期、福祉事業、清掃環境事業等について

協議・確認した。各委員より新市名候補を提出、5候補に絞る。

第5回 平成14年10月23日 行政機構・組織、消防、学校・社会教育事業等について協議・

確認した。新市名候補を5候補から3候補へ絞る。 

第6回 平成14年10月31日 新市建設計画について協議・確認した。委員全員の投票により、

新市名称を「瑞穂市」に決定した。 

第7回 平成14年11月8日 合併協定書について、確認した。 

第8回 平成15年1月24日 協定調印後の経過報告 

第9回 平成15年2月21日 平成15年度予算について 
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第10回 平成15年3月27日 新市長職務執行者の選定，県の廃置分合処分決定の報告 

第11回 平成15年4月25日 各専門部会の役員との合同開催。 

経過報告や合併協議について総括報告 

 

②専門部会及び小委員会開催状況 

専門部会は、合併協議会委員2名と住民代表6名を各町より均等に選出し組織した。実際には、3

町での合併協議会専門部会で役員を選任した方に引き続き、協議をお願いする形となった。協議は、

全て改めて議論・確認を行った。延べ12回の部会が開催され、協議会の確認が必要と判断される事

業については、協議会にて専門部会の協議の報告を行った。小委員会は、協議会より付託された事

項についてより専門的に議論を行うため、協議会委員、両町の助役等により組織された。新市建設

計画案の策定、特別職の報酬等について案を策定し、協議会へ報告を行った。 

 

小委員会及び専門部会開催状況 

 第1回 第2回 第3回 第4回 合同会議 

新市建設計画 14.9.25 14.10.4 14.10.8
小 

委

員

会 
調整（報酬） 14.10.16 

総務 14.10.3 14.10.10 14.10.21 15.3.4 

福祉 14.10.10  

住民環境保健 14.10.2 14.10.12  

産業建設 14.9.30  

上下水道 14.10.3 14.10.11 14.10.18  

専

門

部

会 

教育 14.10.4 14.10.17  

15.4.25

 

 

【委員名簿】 

新市建設計画策定小委員会委員名簿 

職   名 氏   名 備   考 

委 員 長        児 玉  春 一  

副 委 員 長 澤 井  幸 一  

岡 部    清  

森    春 男  

馬 渕  義 明 穂積町助役 
委     員 

馬 渕  秀 雄 巣南町助役 
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調整委員会（報酬）委員名簿 

職   名 氏   名 備   考 

委 員 長        森    春 男  

副 委 員 長 岡 部    清  

迫 田  義 一  

山 田  義 親  

河 合  和 義 穂積町総務企画部長 
委     員 

松 尾  治 幸 巣南町総務課長 
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（１４）穂積町・巣南町合併協議会予算・決算 

①平成14年度穂積町・巣南町合併協議会予算概要（H14.9.25～H15.3.31） 

歳入  （単位：千円）

  款    項   摘    要  

１ 負担金  36,376  

 １ 負担金 36,376町負担金  

２ 県支出

金 

 10,000  

 １ 県補助金 10,000合併協議会支援交付金（県） 

歳入合計  46,378  

   

歳出  （単位：千円）

  款    項   摘    要  

１ 運営費  13,022  

 １ 会議費 3,607  

  １ 報酬 2,824協議会委員報酬等   

  ９ 旅費 353協議会委員旅費等  

11 需用費 210消耗品費等    

12 役務費 220傷害保険料等  

 ２ 事務費 9,415  

  ７ 賃金 1,400臨時職員賃金  

  ９ 旅費 35普通旅費  

  11 需用費 1,547消耗品費、印刷製本費等 

  12 役務費 281郵便料、電話料  

  13 委託料 48財務会計システム保守委託料 

  14 使用料及び賃借料 404機械器具借上料  

  19 負担金補助及び交付金 5,700県職員派遣負担金  

２ 事業費  31,356  

 １ 推進費 31,356  

  08 報償費 80

  11 需用費 2,360消耗品、印刷製本費 

  12 役務費 196ホームページ管理手数料等 

  

  

13 委託料 28,520新市建設計画策定業務委託料 

事務事業一元化支援業務委託料 

例規調査業務委託料 

電算処理委託料 

その他 

2,470

500

4,200

21,000

  14使用料及び賃借料 200自動車借上料 

３ 予備費 2,000  

 1 予備費 2,000  

歳出合計  46,378  
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②平成15年度穂積町・巣南町合併協議会予算概要（H15.4.1～H15.4.30） 

歳入  （単位：千円）

  款    項   摘    要  

１ 負担金  3,000  

 １ 負担金 3,000町負担金  

２ 諸収入  2  

 １ 諸収入 2預金利子、雑入 

３ 繰越金 10  

  

歳入合計  3,012  

   

歳出  （単位：千円）

  款    項   摘    要  

１ 運営費  1,822  

 １ 会議費 286  

  １ 報酬 248協議会委員報酬等   

  ９ 旅費 31協議会委員旅費等  

  11 需用費 7食糧費等  

 ２ 事務費 1,536  

  ７ 賃金 100臨時職員賃金  

  ９ 旅費 5普通旅費  

  11 需用費 105消耗品費等 

  12 役務費 42郵便料、電話料  

  13 委託料 7財務会計システム保守委託料 

  14 使用料及び賃借料 58機械器具借上料  

  19 負担金補助及び交付金 1,219県職員派遣負担金  

２ 事業費  1,090  

 １ 推進費 1,090  

  11 需用費 785消耗品、印刷製本費 

  12 役務費 5ホームページ管理手数料等 

  13 委託料 300ホームページ作成委託料等 

３ 予備費 100  

 1 予備費 100  

歳出合計  3,012  
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③平成14年度穂積町・巣南町合併協議会決算概要（H14.9.25～H15.3.31） 
歳入  （単位：千円）

  款    項   摘    要  

１ 負担金  36,376  

 １ 負担金 36,376町負担金  

２ 県支出金 10,000  

 １ 県補助金 10,000合併協議会支援交付金（県） 

歳入合計  46,376  

   

歳出  （単位：千円）

  款    項   摘    要  

１ 運営費  8,628  

 １ 会議費 1,187  

  １ 報酬 924協議会委員報酬等   

  ９ 旅費 111協議会委員旅費等  

  11 需用費 152消耗品費等  

 ２ 事務費 7439  

  ７ 賃金 450臨時職員賃金  

  ９ 旅費 52普通旅費  

  11 需用費 1,231消耗品費、印刷製本費等 

  12 役務費 193郵便料、電話料  

  13 委託料 43財務会計システム保守委託料 

  14 使用料及び賃借料 383機械器具借上料  

  19 負担金補助及び交付金 5,087県職員派遣負担金  

２ 事業費  28,253  

 １ 推進費 28,253  

  11 需用費 2,293合併協議会だより印刷費 

  12 役務費 21ホームページ管理手数料等 

  13 委託料 25,939新市建設計画策定業務委託料 1,863

  例規調査業務委託料  4,158

  電算システム構築調査委託料 18,964

  その他  954

歳出合計  36,881  

 

 

 

（単位：千円）

歳入歳出差し引き額 9,495 次年度（H15年度穂積町・巣南町合併協議会）へ繰り越し
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④平成15年度穂積町・巣南町合併協議会決算概要（H15.4.1～H15.4.30） 
歳入  （単位：千円）

  款    項   摘    要  

１ 負担金  3,000  

 １ 負担金 3,000町負担金  

4 繰越金 9,495   

 1 繰越金 9,495前年度繰越金  

歳入合計  12,495  

   

歳出  （単位：千円）

  款    項   摘    要  

１ 運営費  982  

 １ 会議費 178  

  １ 報酬 152協議会委員報酬等   

  ９ 旅費 19協議会委員旅費等  

  11 需用費 7食糧費  

 ２ 事務費 804  

  ７ 賃金 83臨時職員賃金  

  11 需用費 78消耗品費、光熱水費  

  13 委託料 7財務会計システム保守委託料 

  14 使用料及び賃借料 47機械器具借上料  

  19 負担金補助及び交付金 589県職員派遣負担金  

２ 事業費  620  

 １ 推進費 620  

  11 需用費 290例規、合併協議会だより印刷 

  12 役務費 3  

  13 委託料 327開庁式式典業務委託  

歳出合計  1,602  

 

 

 

（単位：千円）

歳入歳出差し引き額 10,893両町へ均等に返還 

 

 



第 5 章 

 

瑞穂市への準備 
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第５章 瑞穂市への準備 

１．「新市建設計画」に係る協議 

 新市建設計画は、合併後のマスタープランとして、各施策を推進するため策定するものであり、

当協議会においては、新市建設計画策定小委員会へ策定業務を付託し、小委員会においては、各町

にて進展中であった総合計画や両町長へのヒアリングを基軸としながら、討議を行い、計画案を策

定した。策定小委員会においてまとめられた案は、平成14年10月31日の第6回合併協議会におい

て確認をうけ、同日、市町村の合併の特例に関する法律第5条第3項に基づき、県知事に正式協議

を行った。その後、11月5日、県より異議のない旨の回答を得た。 

 新市建設計画については、ダイジェスト版を作成し、合併協議会だより第5号とともに、各世帯

へ配布した。 

 

（１）「新市建設計画」の事前協議 

                                      合第３６号 

                                                平成１４年１０月１６日 

 岐阜県知事 梶 原  拓 様 

   （市町村課振興室） 

                            穂積町・巣南町合併協議会 

                            会 長  松 野 幸 信 

 

新市建設計画の事前協議について（依頼） 

 

 平素は、穂積町・巣南町合併協議会に格別の御支援御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 新市建設計画については、市町村の合併の特例に関する法律第５条第３項の規定により貴職に協

議する必要がありますので、現時点の内容について事前協議をさせていただきたく、別添＜素案＞

を送付しますので、内容をご確認の上、ご意見を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

                                   市町村第８９５号 

 

                                                平成１４年１０月２９日 

 穂積町・巣南町合併協議会会長 松野 幸信 様 

                            岐阜県知事 梶原 拓  

 

新市建設計画の事前協議について（回答） 

 
 平成１４年１０月１６日付け合第３６号で事前協議のあったこのことについて、別添のとおり回

答します。 

 



 66

（２）「新市建設計画」の正式協議 

                                      合第５１号 

                                                平成１４年１０月３１日 

 岐阜県知事 梶 原  拓 様 

   （市町村課振興室） 

                            穂積町・巣南町合併協議会 

                            会 長  松 野 幸 信  

 

市町村建設計画の協議について（依頼） 

 
 平素は、穂積町・巣南町合併協議会に格別の御支援御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 市町村建設計画については、市町村の合併の特例に関する法律第５条第３項の規定により貴職に

協議する必要がありますので、協議させていただきたく、別添の新市建設計画を送付しますので、

よろしくお願いいたします。 

 

                                   市町村第９６９号 

                                                平成１４年１１月５日 

 穂積町・巣南町合併協議会会長 松野 幸信 様 

                            岐阜県知事 梶原 拓 

 

市町村建設計画の協議について（回答） 

 
 市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条第３項に基づき平成１４年１

０月３１日付け合第５１号で協議のあったこのことについては、異議ありません。 
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２．市制施行に係る内協議 

 市制施行に係る内協議は、新市名が決定した第6回合併協議会後、平成14年11月8日に県知事

に対し、申請依頼を行った。その後、12月6日総務省自治行政局から岐阜県知事に対し、廃置分合

に伴う市制施行に係る内協議に異議のない旨の回答があり、続く同月9日、岐阜県知事より両町に

対し、同内協議の回答がなされた。 

 

                                    穂企第１３１号 

                                    総第１３２１号 

                                 平成１４年１１月８日 

岐阜県知事 梶 原 拓 様 

 

                        穂積町長 松 野 幸 信 

 

                        巣南町長 福 野 寿 英 

 

本巣郡穂積町及び同郡巣南町の廃置分合に伴う市制施行に係る内協議について 

 

 本巣郡穂積町及び同郡巣南町を廃し、その区域をもって新たに「瑞穂市」を設置することについ

て、市制施行協議基準（昭和２８年３月９日付け自治庁次長通知）に基づく総務大臣への内協議方

お取り計らい願います。 
 

記 
 第１  市の名称及び市名選定の理由 

 第２  市の事務所の位置及び選定の理由 

 第３  合併の予定年月日 

 第４  廃置分合を必要とする理由 

 第５  議会の議決書案 

 第６  廃置分合に関する協議書案 

 第７  合併協定書案 

 第８  新市建設計画 

 第９  ２町の現況表等（市の要件に関する調書を含む。） 

 第１０ その他関係資料 

 

                                    市町村第９８４号

                                  平成１４年１２月９日

本巣郡穂積町長 

         様 

 同郡巣南町長 

                              岐阜県知事 梶原 拓 

市町の廃置分合に関する内協議について 

 

 標記のことについて、総務省自治行政局長から異議ない旨の回答がありましたので通知します。
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３．合併協定調印と議会の議決 

（１）合併協定調印式 

 第６回合併協議会において、協議項目がすべて終了すると、平成14年11月8日第7回合併協議

会において、合併協定書が確認された。これを受けて、12月10日、合併協定調印式が挙行された。 

 合併協定調印式では、両町の議会の議員が見守る中、事務局より調印式に至るまでの経過説明が

行われた後、合併協定調印書への両町の町長の署名押印、県議会議員、岐阜地域振興局長、合併協

議会委員による署名が行われ、調印式は滞りなく終了した。 

 

穂積町・巣南町合併協定調印式次第 
日時：平成１４年１２月１０日

 午前１０時～ 

                              場所:巣南町役場 富有の間 

 

 １ 開式のことば 

 ２ 経過説明 

 ３ 合併協定書調印 

（１）町長署名 

（２）立会人署名 

 ４ 両町長挨拶 

 ５ 来賓祝辞 

 ６ 閉式のことば 

 

（２）合併関係議案の議決 

 両町長による合併協定調印を受け、両町の12月議会定例会において、次の4議案が審議された。 

穂積町では、13日、追加上程により議案が上程され、19日賛成多数により可決された。一方巣南町

では、19日、町長提出議案一括上程により上程され、同日、全員一致で可決された。各町の議決を

受け、同日、両町長は、「廃置分合に伴う財産処分に関する協議書」、「廃置分合に伴う経過措置に関

する協議書」、「廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書」へそれぞれ署名調印した。 

 

1本巣郡穂積町及び同郡巣南町の廃置分合について 

2本巣郡穂積町及び同郡巣南町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について 

3本巣郡穂積町及び同郡巣南町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議について 

4本巣郡穂積町及び同郡巣南町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について 
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①廃置分合申請議案 

議案第七十七号 
 

   本巣郡巣南町及び同郡穂積町の廃置分合について 

 

 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第七条第一項の規定により、平成十五年五月一日か

ら本巣郡巣南町及び同郡穂積町を廃し、その区域をもって「瑞穂市」を設置することを岐阜県知事

に申請することについて、同条第五項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  平成十四年十二月十九日提出 
 
                     巣 南 町 長    福  野  寿  英 

 

   提 案 理 由 

  平成十五年五月一日に本巣郡巣南町及び同郡穂積町が合併するため、所要の手続をする必要があ

 る 

（原文縦書） 

②財産処分に関する協議議案 

議案第七十八号 

 

   本巣郡巣南町及び同郡穂積町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について 

 

 平成十五年五月一日から本巣郡巣南町及び同郡穂積町を廃し、その区域をもって「瑞穂市」を

設置することに伴う財産処分を地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第七条第四項の規定

により、別紙のとおり本巣郡穂積町と協議のうえ定めることについて、同条第五項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  平成十四年十二月十九日提出 

 

                     巣 南 町 長    福  野  寿  英 
 

   提 案 理 由 

 平成十五年五月一日に本巣郡巣南町及び同郡穂積町が合併することに伴う財産処分について、

その財産を「瑞穂市」に帰属させる必要がある 

（原文縦書） 
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別 紙 
 

本巣郡穂積町及び同郡巣南町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書 

 

平成十五年五月一日から本巣郡穂積町及び同郡巣南町を廃し、その区域をもって「瑞穂市」を

設置することに伴う財産処分について、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第七条第四

項の規定により、次のとおり定めるものとする。 

記 

一 本巣郡穂積町の財産は、すべて「瑞穂市」に帰属させる。 

二 本巣郡巣南町の財産は、すべて「瑞穂市」に帰属させる。 

 
   平成  年  月  日 
                     穂 積 町 長 

                     巣 南 町 長  

（原文縦書） 

③合併後の議会の議員の任期及び選挙による農業委員会委員の任期等に関する協議議案 

議案第七十九号 
 

   本巣郡巣南町及び同郡穂積町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議について 

 
平成十五年五月一日から本巣郡巣南町及び同郡穂積町を廃し、その区域をもって「瑞穂市」を

設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律（昭和四十年法律第六号）に基づく経過

措置を別紙のとおり本巣郡穂積町と協議のうえ定めることについて、同法第七条第四項において

準用する同法第六条第八項及び同法第八条第四項において準用する同法第六条第八項の規定によ

り、議会の議決を求める。 
 

  平成十四年十二月十九日提出 

 

                     巣 南 町 長    福  野  寿  英 
 

   提 案 理 由 
 平成十五年五月一日に本巣郡巣南町及び同郡穂積町が合併することに伴い、議会の議員及び農業

委員会の委員について所要の手続をする必要がある 

（原文縦書） 
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別 紙 

 

   本巣郡穂積町及び同郡巣南町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書 

 

 平成十五年五月一日から本巣郡穂積町及び同郡巣南町を廃し、その区域をもって「瑞穂市」を設

置することに伴う、本巣郡穂積町及び同郡巣南町の議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期

等について、市町村の合併の特例に関する法律（昭和四十年法律第六号。以下「合併特例法」とい

う。）により、次のとおり定めるものとする。 

 

記 
一 議会の議員の在任 

本巣郡穂積町及び同郡巣南町の議会の議員は、合併特例法第七条第一項第一号の規定を適用

し、合併後一年間、引き続き「瑞穂市」の議会の議員として在任する。 

二 農業委員会の委員の任期等 

  「瑞穂市」に一つの農業委員会を置き、本巣郡穂積町及び同郡巣南町の農業委員会の選挙に 

 よる委員であった者は、合併特例法第八条第一項第一号の規定を適用し、合併後一年間、引き続

 き「瑞穂市」の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

 

 平成  年  月  日 

 穂 積 町 長 

 巣 南 町 長 

（原文縦書） 

④合併後の議会の議員の定数に関する協議議案 

議案第八十号 

 

   本巣郡巣南町及び同郡穂積町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について 

 

 平成十五年五月一日から本巣郡巣南町及び同郡穂積町を廃し、その区域をもって「瑞穂市」を

設置することに伴う「瑞穂市」の議会の議員の定数を、地方分権の推進を図るための関係法律の

整備等に関する法律（平成十一年法律第八十七号。以下「地方分権一括法」という。）による改正

後の地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第九十一条第七項の規定により、別紙のとおり

本巣郡穂積町と協議のうえ定めることについて、地方分権一括法附則第四条第三項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  平成十四年十二月十九日提出 
 

                     巣 南 町 長    福  野  寿  英 

                 

   提 案 理 由 

 平成十五年五月一日に本巣郡巣南町及び同郡穂積町が合併するため、所要の手続をする必要があ

る 

（原文縦書） 
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別 紙 

 

本巣郡穂積町及び同郡巣南町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書 

 

 平成十五年五月一日から本巣郡穂積町及び同郡巣南町を廃し、その区域をもって「瑞穂市」を

設置することに伴う「瑞穂市」の議会の議員の定数について、地方分権の推進を図るための関係

法律の整備等に関する法律（平成十一年法律第八十七号）による改正後の地方自治法（昭和二十

二年法律第六十七号）第九十一条第七項の規定により、次のとおり定めるものとする。 

 

記 

 議会の議員の定数  二十人 

 

   平成  年  月  日 
                     穂 積 町 長 

                     巣 南 町 長 

（原文縦書） 

４．合併申請と県知事の処分決定 

（１）合併申請書の提出 

 平成14年12月19日の両町議会の廃置分合議決を受けて、両町長連名による岐阜県知事あての「廃

置分合申請書」を同月25日に提出した。その後、岐阜県知事から総務大臣に対して、両町の廃置分

合に伴う市制施行について正式協議が行われ、平成15年2月14日に総務大臣より、岐阜県知事に

対して、異議のない旨の回答がなされた。この回答は、同月21日、岐阜県知事より両町長あてに回

答通知があった。 

 

                                     穂企第１７４号

                                     総第１５９８号

                                                平成１４年１２月２５日

岐阜県知事 梶 原 拓 様 

 

 

                        穂積町長 松 野 幸 信 

 

 

 

                        巣南町長 福 野 寿 英 

 

 

 

本巣郡穂積町及び同郡巣南町の廃置分合について（申請） 
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第１項の規定により、平成１５年５月１日から本

巣郡穂積町及び同郡巣南町を廃し、その区域をもって新たに「瑞穂市」を設置することとしたいの

で、関係書類を添えて申請します。 
 

記 
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 第１  市の名称及び市名選定の理由 

 第２  市の事務所の位置及び選定の理由 

 第３  合併の予定年月日 

 第４  廃置分合を必要とする理由 

 第５  議会の議決書及び会議録の写し 

 第６  廃置分合に関する協議書の写し 

 第７  合併協定書 

 第８  新市建設計画 

 第９  ２町の現況表等（市の要件に関する調書を含む。） 

 第１０ その他関係資料 

 

                                  市町村第１２１６号 

                                 平成１５年２月２１日 

本巣郡穂積町長 

        様 

 同郡巣南町長 

                              岐阜県知事 梶原 拓 

本巣郡穂積町及び同郡巣南町の廃置分合に伴う市制施行の協議について 

 

 標記のことについて、総務大臣から異議ない旨の回答がありましたので通知します。 

 

（２）県議会議決から県知事の処分決定 

 平成15年3月19日、岐阜県議会において、穂積町及び巣南町の廃置分合申請に係る議案が可決

された。そして、同月20日岐阜地域振興局において、同振興局長より「廃置分合処分決定書（合併

許可書）」が交付された。（処分決定書は原文縦書） 

 

                                  市町村第１７４２号 

                                 平成１５年３月１９日 

本巣郡穂積町長 

        様 

 同郡巣南町長 

                              岐阜県知事 梶原 拓 

市町の廃置分合に関する決定について（通知） 

 

 平成１４年１２月２５日付けで申請のあった本巣郡穂積町及び同郡巣南町を廃し、その区域をも

って瑞穂市を置くことについては、地方自治法第７条第１項の規定に基づき、別添決定書のとおり

処分しましたので通知します。 

 なお現在、総務大臣告示の手続中です。 

 

   市町の廃置分合処分決定書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第１項の規定により、平成１５年５月１日から本

巣郡穂積町及び同郡巣南町を廃し、その区域をもって瑞穂市を置くものとする。 

 

  平成１５年３月１９日 

                              岐阜県知事  梶原 拓 
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（３）市町の廃置分合の告示 

 平成15年4月4日、総務大臣により両町の廃置分合が官報において告示された。 

 

○総務省告示第289号 

   市町の廃置分合 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第7条第1項の規定により、岐阜県本巣郡穂積町及び同郡

巣南町を廃し、その区域をもって瑞穂市を設置する旨、岐阜県知事から届出があったので、同条第

6項の規定に基づき、告示する。 

 右の処分は、平成15年5月1日からその効力を生ずるものとする。 

 平成15年4月4日 

          総務大臣 片山虎之助 

（原文縦書） 

 

５．新市発足に向けての準備 

（１）全体的な準備・調整 

 市政施行に向けた各種事務調整を統一的かつ効率的に行うため、平成15年1月から3月にかけて、

合併協議会事務局と合併協議会の6つの専門部会の書記（両町の職員。部課長級を配置。）による打

ち合せ会議等のなかで、必要な作業をリストアップし、担当部会を設定した。その後、この打ち合

せ会議において進捗状況を点検しながら、準備及び調整を進めた。 

 その後、平成15年4月7日に5月1日付け人事配置に係る内示が行われたことを踏まえ、新市体

制を想定し、新市体制準備会議（市長職務執行者、部長級配属予定職員（9名））を設置して、事務

分掌の整備、行事予定の確認、5月1日付けの専決処分予定案件の点検、開庁式の準備等、4月下旬

まで各種の事務調整を進めた。 

 

（２）福祉事務所設置に向けての準備 

 市制施行に伴って設置を義務づけられる福祉事務所の準備については、両町の福祉課担当職員及

び合併協議会事務局で近隣市の福祉事務所の実態調査を行うことからスタートした。近隣の市へ平

成14年4月頃より業務視察を行い、情報収集に努めた。また福祉事務所の業務は、県より権限委譲

が伴うため、岐阜地域福祉事務所との調整を踏まえ、新市施行の約5ヶ月前の平成15年1月より、

両町より各1名ずつ職員を県機関へ派遣し、生活保護事務等の新規付与事務について研修を行うこ

ととした。両町の福祉担当課においても、順次調査・研究が進められ、後述する新規に行う事業へ

の電算システムの整備や福祉事務所に必須となる職員配置や事務運営について事務体制の構築が進

められた。 

 

（３）新市の組織・機構の整備 

 新市の組織・機構については、平成14年10月23日第5回合併協議会で確認された。新市の組織

については、特に窓口業務等の住民サービスが低下しないように、職員の意識改革を図るとともに、

体制を十分考慮するとして、その結果、4部体制（総務部、市民部、都市整備部、水道部）で12課

が配置され、その他、議会事務局、市長公室（2課･1チーム体制）、会計課、選挙管理委員会事務局、

監査委員事務局、農業委員会事務局、土地開発公社事務局、教育委員会事務局（3課体制）が配置

された。また、これらの他に特に、巣南庁舎には、穂積庁舎へ移る機能を補完するため、巣南庁舎

管理部（1課体制）を設置した。 

 新市の事務所は、分庁舎体制をとることとしていたので、巣南庁舎（旧巣南町役場）には、都市
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整備部、水道部、教育委員会が配置されることとなった。このため、穂積庁舎（旧穂積町役場）に

は、巣南庁舎に配置される３つの機関の機能を市民保険課内に市民窓口として配置し、一方、巣南

庁舎には、巣南庁舎管理部の下に、市民窓口課を設置し、両庁舎で同様な住民サービスが行えるよ

うに配慮した。 

 また、新市における人事配置については、平成15年3月26日において、5月1日付けの部課長

級幹部職員の人事内示があり、4月7日には、一般職員の人事内示が行われた。 

 

（４）電算システムの統合 

 電算システムは、両町とも大半のシステムが（財）岐阜県市町村行政情報センターによるシステ

ムで稼動していたため、両町で導入していたシステムに相違は、ほとんど無かったが、システムの

中には、一方の町のみで導入しているもの、あるいは、合併に伴って新規に導入を図るものがあり、

同時に2町のデータを新市のデータとする移行の作業も必要であったため、その準備には、十分な

時間をかけて行う必要があった。 

 実際の統合作業は、3町の合併協議会の設立後の平成14年5月から、情報センターより説明者を

招聘し、作業工程の全体を理解することからスタートした。その後、合併協議会は、2町で再度立

ち上げ直すこととなるが、電算システムの統合スケジュールは、構成町に変化があっても、基本的

には変わることは無く、情報センター、合併協議会事務局、各町の電算担当者の間の協議により随

時、採用システムの決定、機器の導入時期の検討が行われた。しかし、環境整備やデータの変換等

の現実の準備作業としては、2町の協議会が設立された9月25日から動くこととなるため、当初よ

り時間的な制約の厳しい中で進めざるを得なかったことも一方の現実であった。 

 平成14年12月中旬以降は、各業務を担当している職員と情報センター職員による業務ごとの打

合せ会議が、繰り返し開かれ、電算システムの移行業務についての具体的な協議が進んだ。 

 これまで、両町で運用してきたシステムに加えて、生活保護システムや児童扶養手当システム等、

市制施行に伴って、新たに付与される事業についても、新システムの導入が必要となり、これにつ

いては、業者の選定等、一から検討を行う必要があった。 

 電算の統合作業は、合併作業の中で最大限の注意を払って進められ、4月の中旬より、新市を前

提としたデータ処理を通常の処理と同時に進め、統合がスムーズに進むよう準備を行ない、合併の

前日である4月30日においては、ほぼ徹夜で、情報センター、各町の電算担当者、さらに各業務担

当者によって最後の移行処理が行なわれた。その甲斐もあり、5月1日においては、大きなトラブ

ルも無く、通常業務はスムーズに進んだ。 

 その他に、両町の庁舎配置の変更に伴う庁舎内ＬＡＮ整備についても、システムの導入案が固ま

るにつれ、ケーブル配線やハブ等の機器の必要数等検討を要するが、庁舎内ＬＡＮ整備を進める際

には、両庁舎の課の配置と割当人員数を固める必要があったが、この配置と同時進行するかたちで、

検討を始め、課の配置及び人員数の配置が固まった2月初旬頃には、オフィスのＰＣ配置や配線整

備についても、最初の概案が作成された。しかし、その後も部課の編成や机、ＰＣ等の配置が流動

的な状態が続いたため、庁内の電話配線やＬＡＮの整備や机の移動が具体的に行なわれたのは、巣

南庁舎で4月の中旬、穂積庁舎は、4月下旬までずれ込むこととなった。 

 

（５）条例・規則等の制定 

 新市設立と同時に必要となる条例、規則、その他の規程、要領等は、合わせて約400件となった。

新市の例規作成は、委託業務として、㈱ぎょうせいへ委託した。実際には、平成14年11月下旬頃、

各事業の調整が大方済んだ後、2町の条例・規則等を調整し、新市の例規整備がスタートした。 

 各町における各事業や手続き等の調整は、凡そ平成14年12月を目途に区切りをつけ、この内容

を反映した条例の第1次原案を1月に㈱ぎょうせいが作成し、これを各町の担当者が再度修正する
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形で例規整備は進んだ。その後、修正案を数回にわたって、精査する作業を繰り返した。この検討

作業は、通常業務の時間の合間を縫って両町の担当者同士が直接調整する形で行われ、実際の検討

作業は、他市の事例を参考にする等しながら、一つひとつの例規を検討していく作業となり、結局

は、新市施行のぎりぎりである4月一杯まで、条例整備は調整を必要としたが、最終的には、131

本の条例が職務執行者により5月1日に専決処分の後公布され、同様に規則は122本、要綱、要領

や暫定施行の条例等の告示は60本、訓令は25本が定められた。また、暫定条例及び規則について

は、「穂積町国民健康保険税条例」及び同施行規則並びに「巣南町国民健康保険税条例」及び同施行

規則を「瑞穂市の条例若しくは規則として引き続き施行する」として4件告示した。（60本の告示

に含まれる。） 
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専決条例一覧 

番号 件 名 

１ 瑞穂市役所の位置を定める条例 

２ 瑞穂市の休日を定める条例 

３ 瑞穂市公告式条例 

４ 瑞穂市名誉市民条例 

５ 瑞穂市議会定例会条例 

６ 瑞穂市行政組織条例 

７ 政治倫理の確立のための瑞穂市長の資産等の公開に関する条例 

８ 瑞穂市情報公開条例 

９ 瑞穂市行政手続条例 

10 瑞穂市印鑑条例 

11 瑞穂市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例 

12 瑞穂市交通安全対策会議条例 

13 瑞穂市生活安全条例 

14 瑞穂市ポスター掲示場設置条例 

15 瑞穂市選挙公報発行条例 

16 瑞穂市監査委員条例 

17 瑞穂市固定資産評価審査委員会条例 

18 瑞穂市総合計画審議会条例 

19 瑞穂市職員定数条例 

20 瑞穂市職員の再任用に関する条例 

21 瑞穂市職員の定年等に関する条例 

22 瑞穂市職員の分限に関する条例 

23 瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

24 公益法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例 

25 瑞穂市職員の服務の宣誓に関する条例 

26 瑞穂市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例 

27 瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

28 瑞穂市職員の育児休業等に関する条例 

29 瑞穂市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 

30 瑞穂市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

31 瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

32 瑞穂市特別職報酬等審議会条例 

33 瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例 
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34 瑞穂市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例 

35 瑞穂市職員の給与に関する条例 

36 瑞穂市職員の特殊勤務手当に関する条例 

37 瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例 

38 瑞穂市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例 

39 瑞穂市職員等の旅費に関する条例 

40 瑞穂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

41 瑞穂市財政事情の作成及び公表に関する条例 

42 瑞穂市特別会計条例 

43 瑞穂市土地取得事業特別会計条例 

44 瑞穂市税条例 

45 中部圏都市開発区域の指定に伴う瑞穂市固定資産税の不均一課税に関する条例 

46 樽見鉄道株式会社に係る瑞穂市固定資産税の特例に関する条例 

47 瑞穂市分担金徴収条例 

48 瑞穂市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例 

49 瑞穂市手数料条例 

50 瑞穂市督促手数料及び延滞金徴収条例 

51 農村地域工業等導入促進法に係る瑞穂市固定資産税の特例に関する条例 

52 瑞穂市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例 

53 瑞穂市基金条例 

54 瑞穂市立学校設置条例 

55 瑞穂市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例 

56 瑞穂市立幼稚園保育料徴収条例 

57 瑞穂市学校給食共同調理場設置条例 

58 瑞穂市教育研究所条例 

59 瑞穂市社会教育委員条例 

60 瑞穂市立瑞穂市民センター条例 

61 瑞穂市公民館条例 

62 瑞穂市図書館条例 

63 瑞穂市体育施設条例 

64 瑞穂市立学校体育施設開放条例 

65 瑞穂市うすずみ研修センター条例 

66 瑞穂市文化財保護条例 

67 瑞穂市福祉事務所設置条例 

68 瑞穂市福祉医療費助成に関する条例 



 79

69 瑞穂市災害弔慰金の支給等に関する条例 

70 瑞穂市社会福祉法人の助成の手続に関する条例 

71 瑞穂市総合センター条例 

72 瑞穂市コミュニティセンター条例 

73 瑞穂市集会場条例 

74 瑞穂市保育所条例 

75 瑞穂市保育の実施に関する条例 

76 瑞穂市重度心身障害児福祉金支給条例 

77 瑞穂市父子家庭児童の医療費助成に関する条例 

78 瑞穂市長寿者褒賞条例 

79 瑞穂市介護保険居宅サービス事業及び居宅介護支援事業実施条例 

80 瑞穂市老人福祉センター条例 

81 瑞穂市ゲートボール場条例 

82 瑞穂市福祉作業所条例 

83 瑞穂市国民健康保険条例 

84 瑞穂市国民健康保険高額医療費資金貸付条例 

85 瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

86 瑞穂市美来の森条例 

87 瑞穂市火葬場条例 

88 瑞穂市墓地条例 

89 瑞穂市を清潔で美しいまちにする条例 

90 瑞穂市農業委員会部会設置条例 

91 瑞穂市ふれあい農園条例 

92 瑞穂市農業振興地域整備促進協議会条例 

93 瑞穂市営土地改良事業賦課金徴収条例 

94 県営土地改良事業分担金徴収条例 

95 瑞穂市中小企業損失補償条例 

96 瑞穂市就業改善センター条例 

97 瑞穂市都市計画審議会条例 

98 瑞穂市地区計画等に関する手続条例 

99 瑞穂市駐車場条例 

100 瑞穂市自転車駐車場条例 

101 瑞穂市原動機付自転車及び自転車の放置防止に関する条例 

102 瑞穂市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 

103 瑞穂市都市公園条例 
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104 瑞穂市横堤公園条例 

105 瑞穂市違反広告物防止条例 

106 瑞穂市都市下水路条例 

107 瑞穂市上下水道事業運営審議会条例 

108 瑞穂市農業集落排水処理施設条例 

109 瑞穂市農業集落排水事業分担金条例 

110 瑞穂市コミュニティ・プラント条例 

111 瑞穂市コミュニティ・プラント受益者分担金条例 

112 瑞穂市普通河川等取締条例 

113 瑞穂市道路整備計画審議会条例 

114 瑞穂市建築協定条例 

115 瑞穂市旅館建築の規制に関する条例 

116 瑞穂市建築物等に関するまちづくり条例 

117 瑞穂市営住宅条例 

118 瑞穂市水道事業の設置等に関する条例 

119 瑞穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

120 瑞穂市給水条例 

121 瑞穂市消防団の設置等に関する条例 

122 瑞穂市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

123 瑞穂市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例 

124 瑞穂市消防団員等公務災害補償条例 

125 瑞穂市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 

126 瑞穂市水防団の設置等に関する条例 

127 瑞穂市水防協議会条例 

128 瑞穂市防災会議条例 

129 瑞穂市災害対策本部条例 

130 瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例 

131 瑞穂市防災行政無線通信施設条例 

 

 

（６）新市の暫定予算の編成と各町の決算 

 新市の発足日が、平成15年5月1日であることから、平成15年度予算は、平成15年4月を両町

の予算、5月から7月を新市暫定予算、8月から3月までを新市本予算として編成することとして、

両町の財政担当者により、平成15年度予算編成方針として、各課担当者への周知を図った。4月の

両町予算及び新市暫定予算に計上する歳出項目については、人件費、扶助費等の義務的経費や継続

的な事務事業及び施設管理経費等の経常的経費、合併に伴う関連経費を計上することとし、投資的

経費や政策的経費、新規事務事業は、計上しないこととした。 



 81

 予算積算は、平成15年度に見込まれる財政需要のすべてを、旧町新年度予算、新市暫定予算、新

市本予算の3つに分別計上し、それぞれの町において予算査定後、新年度4月予算とした。新市暫

定予算及び本予算は、両町の財務会計システム環境に相違があったため、新市財務会計システムを

構築し、予算入力環境が完成後、両町の積算資料を基にそれぞれの予算を再度入力する方法をとっ

た。 

 凡その予算編成スケジュールは次のとおり。 

 

〈平成15年度予算編成スケジュール表〉 

期  日 作 業 内 容 

平成14年11月 平成15年度予算編成方針通知 

平成14年11月中旬～ 

 平成14年12月中旬 

予算積算入力（平成15年4月分から平成16年3月分まで） 

但し、入力時に予算を3つに区分して入力 

平成15年1月初旬～中旬 各町にて予算査定 

～平成15年1月中旬 新市予算入力環境設定の完成 

平成15年1月下旬～ 

 平成15年3月下旬 

新市暫定予算（平成15年5月分から平成15年7月分まで）の入力

平成15年3月 各町議会定例会 新年度予算上程 

平成15年度新市暫定予算説明会 

平成15年4月 新年度予算執行（旧町4月予算） 

平成15年4月上旬～ 平成14・15年度未収金、未払金の入力開始 

平成15年5月1日 新市暫定予算専決処分、暫定予算執行開始 

平成15年5月中旬～ 

 平成15年6月上旬 

予算説明会・新市本予算入力開始 

平成15年6月1日 新市長選挙 

平成15年6月上旬～中旬 新市本予算査定 

平成15年6月25日 新市本予算議会上程 

平成15年7月～ 新市本予算執行 

 また、両町の決算は、平成14年度分と平成15年度4月の1月分について、新市移行後に行った。

水道事業会計の決算認定については、地方公営企業法第30条に基づくため、一般会計や他の特別会

計に先んじて、平成15年8月に監査を受け、同年9月の市議会定例会において認定を受けた。その

他の会計（両町の一般会計及び5つの特別会計の平成14年度及び平成15年度1ヶ月間分の合計24

会計）については、平成15年11月に監査を受け、12月の市議会定例会において、決算認定を受け

た。補足であるが、穂積町・巣南町合併協議会の平成14年度及び平成15年度（1ヵ月分）の決算

認定についても前期一般会計の決算認定と同様に監査を受け、12月の議会において認定を受けた。 

 

（７）一部事務組合等との調整 

 両町若しくは一方の町が参加しており、その合併により法定の手続きが必要となる地方自治法上

の組織は、1つの広域連合、6つの一部事務組合、3つの協議会（合併協議会も含む。）があった。

これらの組織については、関係市町村において、穂積町及び巣南町の脱退、これに伴う規約変更に

ついての議会議決若しくは専決処分、さらに、関係市町村による協議、これらの県への申請が必要

であり、瑞穂市が加入することについても、同様の手続きをしなければならないので、その準備に

は、十分な時間が必要とされるところであったが、2町の合併においては、総務省告示が4月4日

であり、上記の一連の手続きは、この告示後でないと行うことが出来ないため、4月下旬を目途に

一斉に各市町村が専決処分を行い、各組織が協議を取りまとめ、申請を行うこととなり、大変切迫
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した手順を踏まざるを得なかった。 

 平成15年1月より、合併協議会事務局から各組織へ瑞穂市設置に伴う移行事務処理について調整

を始め、2月に入ると各組織からも関係市町村との連絡調整が行われ、前記のとおり、4月には告示

後の関係市町村の議決若しくは専決処分、各組織から県への申請が行われた。このほかにも、関係

市町村において、専決処分若しくは議会議決を要するものとして、「岐阜市と穂積町との間の消防事

務の委託」及び「岐阜県下の42市町村で相互委託していた証明書の交付等の事務」の2つの委託事

業についても、関係市町村において穂積町及び巣南町の脱退と瑞穂市の加入について同様に議会議

決若しくは専決処分の手続きを行った。 

 

（８）事務所・道標等の改修 

 分庁舎体制の整備に合わせて、事務事業の本庁機能統合と分庁舎への一部分散のため、両町の庁

舎で部分的な改修の必要があった。各町関係施設の看板や石碑、道路標識の看板等の町管理分につ

いては、穂積町の区域内で68件、巣南町の区域内で37件について、変更の方法を一つひとつ検討

し、平成15年2月頃より4月にかけて看板等を作成、修正、張替を行った。また、事務所のレイア

ウト等改修計画は、庁舎の部課配置等が決定するまで工事を開始しがたい事情が一方にあったが、

平成14年12月頃より業者との調整を開始し、2月から3月にかけて部課配置が決定する同時期か

ら新市移行後の予定配置人数を元に、電話・電源工事や庁舎内案内看板、備品発注等について案を

作成、工事等を開始した。とりわけ、電話及び庁舎内のＬＡＮ配線の整備については、4月より新

市への電話番号変更や両庁舎間のネットワークの連結等順次、整備が進んでいったが、最終的には

4月末日まで整備がずれ込んだ。 

 新市の区域内における各種国・県関係の道標については、国道、県道にかかる道路標識等につい

て、平成15年1月頃より合併協議会事務局から国土交通省中部地方整備局岐阜国道工事事務所及び

岐阜建設事務所等へ報告、調整を行い、変更すべき標識についての要望を行った。結果として、5

月1日にむけて、道路利用者の利便性を確保し、混乱等の生じないよう、必要な道路標識の表示変

更を順次行っていった。 

 

（９）引越し・事務所移転作業 

 新市への移行準備は、膨大多岐にわたるため、平成15年1月の時点で、移行に係る必要項目を洗

い出し、両町の部課長職員を集め、準備項目を割振り、移行準備を進めることとした。この中で、

組織体制の変更に伴う庁舎間の書類の移動作業は、穂積町の都市整備部、移動に伴う文書整理につ

いては、巣南町の水道課が主導で、両町間の調整を行うこととなった。両町の担当課の調整により、

庁舎内の文書を保存する棚の各課への割り付け及び移動を必要とされる文書の見積が作成され、3

月末から4月にかけて、庁舎間の文書移動が行われた。一方、部・課の配置や机、什機の配置等の

新市における庁舎利用のレイアウトは、平成14年12月から15年1月にかけて、各町の総務部（課）

主導で概案が作成されたが、職員異動の概要が4月までまとまらなかったため、貼りつけられる人

員数が把握できず、レイアウトは、4月まで細かな点で流動的なものであった。巣南庁舎では、4

月の中旬より各業者との契約により、電話及びＬＡＮ配線の整備、机の配置変更が行われた。一方、

穂積庁舎でも同様の作業が必要であったが、全ての作業が4月末までずれ込む計画となった。この

ため、住民窓口の通常業務をスムーズに行うことに最大限の配慮を行うこととし、電話線整備や住

民サービスに係るネットワークの整備を先行、終了させ、机その他の移動は、4月29日に穂積庁舎

へ配置予定の職員総出で行われた。 

 

（１０）閉町式の実施 

 閉町式は、穂積町は、平成15年4月16日総合センターサンシャインホールにて、巣南町は、同
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月18日、中央公民館にて挙行した。両町の閉町式とも、衆議院議員（代理）、県知事（代理）及び

近隣市町村長を来賓に招き、その他にも町議会議員、町議会議員退職者や一部事務組合等関係機関

の代表者、町内各種団体の長等を招待し、招待客は、穂積町では、約500人、巣南町では、約200

人となった。式次第は、両町とも凡そ下記のとおりで、岐阜地域振興局長、郡町村会長及び合併相

手方の町長に祝辞を賜り、町旗降納し、式を閉じた。また、両町とも、町政功労者への記念表彰を

行った。 

 

【穂積町閉町式】 

①開催日時 平成15年4月16日（水）午前10時開式 

②場所 穂積町総合センターサンシャインホール 

③参集者 

 （来賓）武藤衆議院議員（代理）、大野参議院議員（代理）、岐阜県知事(代理)、巣南町長、巣南

町議会議長、岐阜市長（代理）、安八町長（代理）、墨俣町長、北方町長（代理）、本巣町

長、真正町長、糸貫町長、根尾村長，川島町長、岐南町長、笠松町長、柳津町長 

 （特別表彰者） 

   自治功労     松野 幸泰      （代理） 

            松野 文司       

   社会福祉功労   東 海  操       

   保健体育功労   学校法人朝日大学 

            松 野  力       

   保安功労     松野 周一       

            松野 英二 

   治水功労     水野   孝 

            矢野 誠一郎 

 （褒章伝達）紺綬褒章 杉山 道生       

 （表彰者）自治表彰、農業表彰、社会福祉表彰、保健体育表彰、教育表彰、学芸文化表彰、保安

表彰、治水表彰、善行表彰 その他表彰 50名(5団体を含む) 

 （招待客）国・県機関、各種町内団体等の一般招待客 505名 

④式次第 

 1.開式の辞 

 1.国家斉唱 

 1.経過報告 

 1.功労者特別表彰 

 1.褒章伝達 

 1.自治功労者及び善行者表彰 

 1.町長式辞 

 1.町議会議長挨拶 

 1.来賓挨拶 

 1.町旗降納 

 1.閉式の辞 

 

【巣南町閉町式】 

①開催日時 平成15年4月18日（金）午前10時開式 

②場所 巣南町公民館 
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③参集者 

 （来賓）武藤衆議院議員（代理）、大野参議院議員（代理）、岐阜県知事（代理）、本巣郡町村会長

（本巣町長）、穂積町長、穂積町議会議長 

 （特別表彰者） 

   地方自治功労   岡田   守 

            堀  孝 正 

            馬渕 彬器       

            吉本 幸一       

            古川 正巳       

            岡田 幸一       

            児玉 春一       

            後藤   隆 

            松尾 叔夫       

            林  英 雄 

            馬渕 金雄       

            矢野 初雄       

            馬渕 國松       

   住民自治功労   加藤 利次       

            馬渕   徹 

            棚橋   昭 

            岩田 與市       

   商工業振興功労  井上 武夫       

   農業振興功労   馬渕 文男       

   社会福祉功労   立木 眞澂       

            W橋 いさを 

            星岡 吹子       

   保健衛生功労   若園 保之       

            山田 和夫       

            伊藤 幹男       

            酒井 聖一郎 

            髙田 敏夫       

            西田 金作       

   交通安全功労   馬渕 春雄       

 （招待客） 

  北方町長（代理）、本巣町長、真正町長、糸貫町長、根尾村長（代理）、岐阜市長（代理）、山県

市長職務執行者、川島町長、岐南町長、笠松町長、柳津町長（代理）、大垣市長、神戸町長、安

八町長（代理）、大野町長、等 219名 

④式次第 

 1.開式のことば 

 1.国家斉唱 

 1.町長式辞 

 1.議会議長あいさつ 

 1.経過報告 

 1.特別感謝状贈呈 
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 1.来賓祝辞 

 1.フィルム上映「町勢の花形・巣南町」 

  タイムカプセルに託されたメッセージ披露 

 1.町旗降納 

 1.閉式のことば 

 

（１１）閉庁式の実施 

 閉庁式は、平成15年4月30日、穂積町においては大会議室、巣南町においては、庁舎玄関前広

場にて行った。両町とも、閉庁式は、各町の庁舎業務に対する儀礼的な区切りとしての主旨で行っ

たため、参加者も、各町の特別職及び一般職員により庁舎内の行事として簡素に実施した。 

 

①開催日時（穂積町・巣南町） 

      平成15年4月30日（水）午後5時30分～午後5時50分 

②場所 

 穂積町  大会議室（閉庁式前に、庁舎屋上にて町旗降納を行った。） 

 巣南町  庁舎玄関前の広場 

③参集者  特別職、一般職員 

④次第   

【穂積町】 

（庁舎屋上にて町旗降納） 

（大会議室にて閉庁式） 

 1.開式の辞 

 1.町長あいさつ 

 1.特別職への花束贈呈 

 1.閉式の辞 

（庁舎玄関にて記念撮影） 

 

【巣南町】 

 1.開式の辞 

 1.町長あいさつ 

 1.特別職への花束贈呈 

 1.町旗降納 

 1.閉式の辞 
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第 6 章 

 

瑞穂市誕生 
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第６章 瑞穂市の誕生 

１．開庁式等 

 平成15年5月1日の新市発足日、穂積庁舎と巣南庁舎において、市長職務執行者のあいさつのも

と、開庁式を開催した。開庁式は、新市長就任前であり、平常業務とともに新体制への準備が続い

ている状況であったため、式典は、簡素に行う方針であった。 

 

瑞穂市役所開庁式 

 

①日時   平成15年5月1日（木）7：00～7：15（穂積庁舎） 

      平成15年5月1日（木）7：45～8：00（巣南庁舎） 

②場所   瑞穂市役所両庁舎玄関前 

③参加者  市議会議員及び職員 

④式典内容 

（穂積庁舎）司会 市長公室長 

 除幕式 

      瑞穂市役所銘板除幕 市長職務執行者 市議会議員 ４名 

 開庁式 

      開式のことば 総務部長 

      テープカット 市長職務執行者 市議会議員1名 

      庁舎銘板除幕 市議会議員 ２名 

      あいさつ   瑞穂市長職務執行者  福野寿英 

      祝  辞   市議会代表者     松野武則 

      職員宣誓   穂積庁舎職員代表 

      閉式のことば 市民部長 

 

（巣南庁舎）司会 教育次長 

 除幕式 

      瑞穂市役所巣南庁舎銘版除幕 市長職務執行者 市議会議員 ４名 

 開庁式 

      開式のことば 都市整備部長 

      テープカット 市長職務執行者 市議会議員1名 

      庁舎銘板除幕 市議会議員２名 

      あいさつ   瑞穂市長職務執行者  福野寿英 

      祝  辞   市議会代表者     吉本幸一 

      職員宣誓   巣南庁舎職員代表 

      閉式のことば 水道部長 

 

２．事務引継等 

（１）職務執行者 

 合併により新市において市長選挙が行われ、新市長が誕生するまでの間市長の業務を執行する市

長職務執行者については、平成15年3月6日、地方自治法施行令第１条の２の規定により、「本巣

郡穂積町及び同郡巣南町の廃置分合に伴う瑞穂市長職務執行者に関する協議書」を両町長が締結し、

平成15年5月1日から瑞穂市長選挙（6月1日執行）までの間、福野寿英巣南町長を瑞穂市長職務
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執行者とすることとした。 

 両町の合併により、町長及び助役は失職することとなるため、両町それぞれで事務引継書を作成

し、新市発足の日に、瑞穂市穂積庁舎において、旧穂積町、旧巣南町それぞれの助役の立会いのも

と、瑞穂市長職務執行者へ旧町の事務を引き継いだ。 

 

（２）合併時に設置する委員会 

①選挙管理委員会 

【式次第】 

瑞穂市選挙管理委員会 

日時 平成15年５月１日 

於：瑞穂市役所穂積庁舎第１会議室 

1．開会の辞 

2．あいさつ 

3．議題 

 ①瑞穂市設置に伴う事項について（議案第１号～16号） 

 ②瑞穂市長選挙に係る事項について（議案第17号～21号） 

 ③その他 

4．閉会の辞 

【議題】 

瑞穂市設置に伴う事項について 

 1号 瑞穂市選挙管理委員会委員長選挙及びその職務代理者の指定について 

 2号 瑞穂市選挙管理委員会規程の制定について 

 3号 瑞穂市選挙管理委員会処務規程の制定について 

 4号 瑞穂市選挙執行規程の制定について 

 5号 瑞穂市選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱の制定について 

 6号 瑞穂市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の制

定について 

 7号 瑞穂市ポスター掲示板の設置に関する規程の制定について 

 8号 瑞穂市選挙公報発行規程の制定について 

 9号 瑞穂市選挙管理委員会情報公開条例施行規程の制定について 

10号 瑞穂市検察審査員候補者選定規程の制定について 

11号 瑞穂市明るい選挙推進協議会規約の制定について 

12号 投票区の設置について 

13号 指定在外選挙投票区の指定について 

14号 選挙人名簿の引継ぎについて 

15号 在外選挙人名簿の引継ぎについて 

16号 個別演説会等の施設の指定について 

瑞穂市長選挙に係る事項について 

17号 瑞穂市長選挙を行うべき事由の発生について 

18号 瑞穂市長選挙の期日及びその告示日の決定について 

19号 瑞穂市長選挙選挙会の場所及び日時の決定について 

20号 選挙時登録の基準日等の決定について 

21号 投票用紙の様式等の決定について 

【市長選挙の日程】 
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・基準日    平成15年5月24日 

・登録日    平成15年5月24日 

・告示日    平成15年5月25日 

・選挙期日   平成15年6月1日 

・候補者説明会 平成15年5月12日(月)午後1時30分から 

        瑞穂市役所3階大会議室 

・投票用紙の様式について（公職選挙法第45条第2項） 

・選挙会の場所及び日時の決定について 平成15年6月1日午後9時 

                   市民センター大ホール 

【選挙管理委員会名簿】 

職 氏  名 

委員長 廣瀬正範 

委員長職務代理 古川正巳 

委員  船坂敏彦 

委員  浅野邦夫 

 

②固定資産評価審査委員会 

【式次第】 

瑞穂市固定資産評価審査委員会 

平成15年５月１日 

瑞穂市役所議員控室 

1．選任辞令交付 

2．瑞穂市長職務執行者あいさつ 

3．自己紹介 

4．議題 

(1)固定資産評価審査委員会の委員長選出について 

 ・あらかじめ指定する委員について 

(2)瑞穂市固定資産評価審査委員会規程の制定（告示）について 

(3)瑞穂市固定資産審査委員会情報公開条例施行規則の制定（告示）について 

(4)穂積町及び巣南町の事務引継ぎについて 

 ・穂積町  ・巣南町 

(5)地方税法の改正について 

(6)瑞穂市税条例について 

(7)審査申し出の状況について 

【固定資産評価審査委員会名簿】 

職 氏  名 

委員長 馬淵 正彦 

委員長職務代理者 橋田  勲 

委員 牧野 泰蔵 

 

③教育委員会 

【式次第】 

第１回 瑞穂市教育委員会 

日時 平成15年５月１日 
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場所 瑞穂市役所巣南庁舎３階委員会室 

1．開会 

2．瑞穂市長職務執行者挨拶 

3．瑞穂市教育委員長選挙について 

4．瑞穂市教育委員長職務代理者選挙について 

5．議席の指定について 

6．会議録署名委員の指名について 

7．議事 

 第１号議案 瑞穂市教育委員会職員の任命について 

 第2号議案 瑞穂市教育長職務代理者の指名について 

 第3号議案 瑞穂市教育委員会が定める規則・規程・要綱の制定について 

 第4号議案 平成15年度瑞穂市教育方針（案）について 

8．その他 

9．閉会 

【教育委員会が定める規則・規程・要綱】 

 瑞穂市教育委員会公告式規則 他21件 

 瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱 

 

発令番号 施行年月日 規則、要綱、規程 

平成15年教育委員会規則第1号 平成15年5月1日 瑞穂市教育委員会公告式規則 

平成15年教育委員会規則第2号 平成15年5月1日 瑞穂市教育委員会会議規則 

平成15年教育委員会規則第3号 平成15年5月1日 瑞穂市教育委員会傍聴規則 

平成15年教育委員会規則第4号 平成15年5月1日 瑞穂市教育委員会事務局処務規則 

平成15年教育委員会規則第5号 平成15年5月1日 瑞穂市教育委員会聴聞規則 

平成15年教育委員会規則第6号 平成15年5月1日 瑞穂市教育委員会事務委任規則 

平成15年教育委員会規則第7号 平成15年5月1日 瑞穂市招致外国青年設置規則 

平成15年教育委員会規則第8号 平成15年5月1日 瑞穂市立小中学校管理規則 

平成15年教育委員会規則第9号 平成15年5月1日 瑞穂市立小学校及び中学校の就学区域に関す

る規則 

平成15年教育委員会規則第10号 平成15年5月1日 瑞穂市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校

薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成15年教育委員会規則第11号 平成15年5月1日 瑞穂市立小中学校児童生徒の出席停止の手続

に関する規則 

平成15年教育委員会規則第12号 平成15年5月1日 瑞穂市就学指導委員会規則 

平成15年教育委員会規則第13号 平成15年5月1日 瑞穂市立幼稚園管理規則 

平成15年教育委員会規則第14号 平成15年5月1日 瑞穂市学校給食共同調理場運営規則 

平成15年教育委員会規則第15号 平成15年5月1日 瑞穂市教育研究所条例施行規則 

平成15年教育委員会規則第16号 平成15年5月1日 瑞穂市社会教育指導員設置規則 

平成15年教育委員会規則第17号 平成15年5月1日 瑞穂市体育指導委員規則 

平成15年教育委員会規則第18号 平成15年5月1日 瑞穂市公民館条例施行規則 

平成15年教育委員会規則第19号 平成15年5月1日 瑞穂市図書館条例施行規則 
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平成15年教育委員会規則第20号 平成15年5月1日 瑞穂市体育施設条例施行規則 

平成15年教育委員会規則第21号 平成15年5月1日 瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則 

平成15年教育委員会規則第22号 平成15年5月1日 瑞穂市文化財保護条例施行規則 

 

発令番号 施行年月日 規則、要綱、規程 

平成15年教育委員会告示第1号 平成15年5月1日 瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱 

平成15年教育委員会告示第2号 平成15年5月1日 瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成15年教育委員会告示第3号 平成15年5月1日 瑞穂市社会教育推進員設置要綱 

平成15年教育委員会告示第4号 平成15年5月1日 瑞穂市青少年育成推進員設置要綱 

平成15年教育委員会告示第5号 平成15年5月1日 瑞穂市図書館業務管理運営要綱 

平成15年教育委員会告示第6号 平成15年5月1日 瑞穂市糸貫川運動公園管理棟の管理及び運営

に関する要綱 

 

発令番号 施行年月日 規則、要綱、規程 

平成15年教育委員会訓令第1号 平成15年5月1日 瑞穂市教育委員会事務決裁規程 

平成15年教育委員会訓令第2号 平成15年5月1日 瑞穂市教育委員会公印規程 

平成15年教育委員会訓令第3号 平成15年5月1日 瑞穂市招致外国青年就業要綱 

平成15年教育委員会訓令第4号 平成15年5月1日 瑞穂市立小中学校プール管理規程 

 

【教育委員会委員名簿】 

職  名 氏  名 

委員長 高原  猛 

委員長職務代理 木寺 清勝 

委員 伊藤 光顕 

委員 田口 博子 
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助役 

収入役 

教育長 

（３）瑞穂市事務機構・組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 市長公室 政策推進課 

秘書広報課課 

行政推進調査研究チーム 

総務部 総務課 

税務課 

財政課 

市民部 市民保険課 

福祉生活課 

児童高齢福祉課 

健康環境課 

巣南庁舎管理部 市民窓口課（巣南庁舎） 

都市整備部 都市開発課 

都市管理課 

産業経済課 

水道部 下水道課 

上水道課 

会計課 

議会 議会事務局 

教育委員会 教育次長 教育総務課 

学校教育課 

生涯学習課 

選挙管理委員会 事務局 
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３．第1回臨時議会（新市初議会） 

 瑞穂市の初議会は、平成15年5月13日穂積庁舎の議会議場に新市の議員32名が参集し、開催さ

れた。 

 上程された議案は、5月1日に市長職務執行者が専決処分した案件や議員提出された議案で、い

ずれも承認及び可決された。 

 

【日程】 

 平成15年5月13日から16日（4日間） 

【議案】 

上程議案等 

承認第1号 瑞穂市役所の位置を定める条例ほか１３０件の条例の専決処分について 

承認第２号 平成１５年度瑞穂市一般会計暫定予算ほか８件の暫定予算の専決処分について 

承認第３号 岐阜県市町村会館組合への加入ほか３件の一部事務組合への加入についての専決処分

について 

承認第４号 もとす広域連合への加入についての専決処分について 

承認第５号 岐阜地域広域市町村圏協議会及び根尾川堤防道路補修協議会への加入についての専決

処分について 

承認第６号 岐阜市との間の消防の事務委託に関する専決処分について 

承認第７号 証明書の交付等に関する事務の委託について（岐阜市）ほか３９件の専決処分につい

て 

承認第８号 瑞穂市指定金融機関の指定に関する専決処分について 

議案第１号 もとす広域連合議会議員の選挙について 

議案第２号 農業委員の推薦について 

 

議員提出議案 

発議第1号 瑞穂市議会会議規則の制定について 

発議第2号 瑞穂市議会事務局条例の制定について 

発議第3号 瑞穂市議会委員会条例の制定について 

 

【正・副議長等選挙】 

 初議会では、議長、副議長、一部事務組合議会議員の選挙が行われるとともに、常任委員会及び

議会運営委員会の委員を選任し、新市議会の組織が決定した。 

瑞穂市議会組織図 

監査委員 事務局 

農業委員会 事務局 

土地開発公社 事務局 

公平委員会 もとす広域連合にて共同委託 
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     議長   吉本 幸一       副議長   澤井 幸一  （32名 敬称略） 

議席 氏  名 常任委員会 議席 氏  名 常任委員会 

1 桜木ゆう子 産業建設委員会 17 日比野 昇 文教委員会 

2 新井 正信 文教委員会 18 土屋 勝義 産業建設委員会 

3 岡田  均 総務委員会 19 澤井 幸一 文教委員会 

4 吉村 武弘 文教委員会 20 辻  文雄 総務委員会○ 

5 太田 定敏 厚生委員会 21 松野 義和 産業建設委員会 

6 日高  清 厚生委員会○ 22 馬渕 金雄 総務委員会 

7 小川 勝範 文教委員会 23 西岡 一成 総務委員会 

8 小寺  徹 総務委員会 24 松野 周一 産業建設委員会 

9 藤橋 禮治 文教委員会○ 25 西岡 妙子 文教委員会 

10 山本 訓男 厚生委員会 26 佐藤多喜夫 厚生委員会 

11 廣瀬 捨男 厚生委員会 27 廣瀬 正雄 文教委員会◎ 

12 清水 貞夫 総務委員会 28 山田 隆義 厚生委員会 

13 加藤 茂晃 総務委員会 29 児玉 春一 産業建設委員会 

14 星川 睦枝 産業建設委員会 30 進藤 末次 産業建設委員会◎

15 棚瀬 悦宏 厚生委員会◎ 31 松野 武則 総務委員会◎ 

16 武藤 善照 産業建設委員会○ 32 吉本 幸一 厚生委員会 

◎は常任委員会委員長、○は常任委員会副委員長 

 

４.市長選挙 

 新市の初代市長を決める市長選挙は、平成15年5月25日に告示され、6月1日に投票が行われ

た。新市最初の市長選には、旧穂積町の町長と議長の選挙となったが、当日開票の結果、松野幸信

（前穂積町長）氏が初当選を果たした。 

 当日の有権者数は34,859人、投票率は54.12％であった。 

 

瑞穂市長選挙開票結果                            （敬称略） 

候補者 年齢 所属 得票 

松野 幸信 69 無所属 9，939 

山田 隆義 63 無所属 8，663 

 （市長任期：平成15年6月1日から平成19年5月31日まで） 

 

５.平成15年第1回瑞穂市議会定例会 

 新市長就任後の議会は、平成15年6月25日から7月4日までの間開催され、平成15年度一般会

計予算等の議案が提案された。いずれも原案通り可決された。 

 

【新市本予算】 

 新市の平成15年度一般会計予算は、総額131億4,514 万円で、旧2町の決算に伴う未執行経費

残を引継ぐほか、新市になって新たに必要となった経費を加えたものである。また、国民健康保険

特別会計ほか8件(水道事業会計を含む)の特別会計を合わせると233億1,884万6千円となった。 

 

【人事案件】 

 助役、収入役等の人事案件の結果については、次のとおり同意された。（敬称略） 

・助 役            福 野 寿 英 
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・収入役            河 合 和 義 

・監査委員           土 屋 勝 義   大 石 英 博 

・教育委員会委員        高 原   猛   木 寺 清 勝   伊 藤 光 顕 

                田 口 博 子 

・固定資産評価審査委員会委員  馬 淵 正 彦   橋 田   勲   牧 野 泰 蔵 

 

６．瑞穂市誕生記念式典  

 平成15年7月27日、総合センターサンシャインホールにおいて、瑞穂市誕生記念式典を開催し

た。式典には、国や県、近隣市町村の首長や関係者、県議会議員、自治会長等約500人が出席した。

式典では、市町村合併功労者総務大臣表彰の授与、市長式辞、来賓祝辞等と共に新市の市章が発表

された。 

 

瑞穂市誕生記念式典 

 

①日時   平成15年7月27日（日）9：00～12：00 

②場所   瑞穂市総合センターサンシャインホール 

③参加者  総務大臣（代理）､国会議員２名（代理）、岐阜県知事（代理）、県議会議員２名、近隣

市町村長等 

④式典内容 

（オープニング） 

 朝日大学吹奏楽部演奏 

（式典） 

 開式の辞 助役 福野 寿英 

 国歌斉唱 

 市町村合併功労者総務大臣表彰 松野 武則（前穂積町合併推進特別委員会委員長） 

                吉本 幸一（前巣南町合併推進特別委員会委員長） 

                松野 幸信（前穂積町長、穂積町・巣南町合併協議会会長） 

                福野 寿英（前巣南町長、穂積町・巣南町合併協議会副会長） 

 市長式辞 

 市議会議長あいさつ 

 来賓祝辞 

 市章発表 

 閉式の辞 収入役 河合 和義 （敬称略） 
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第 7 章 

 

合併協議に係る関係資料 



１． 穂積町及び巣南町の合併に対する取組み経過 

（平成 8 年 4 月より） 






